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協定 福祉避難所（二次避難所） 

９ 災害時における避難所施設利用に関する協定書（社会福祉法人 聖ヨハネ会） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 p356 

 

災害時における避難所施設利用に関する協定書（社会福祉法人 聖ヨハネ会） 

 

小金井市（以下「委託者」という。）と指定管理者社会福祉法人聖ヨハネ会（以下「受託者」と

いう。）の間において、次のとおり福祉避難所（二次避難所）（以下「福祉避難所」という。）とし

ての施設利用に関する協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、大規模な風水害や震災等の災害により要配慮者が避難を余儀なくされた場

合に、委託者が受託者の管理する施設の一部を福祉避難所として利用するとともに福祉避難所

の設置運営に関する協力を要請することができること及びその場合の手続き等を定めることを

目的とする。 

（対象となる要配慮者） 

第２条 この協定における要配慮者は、福祉施設や医療機関に入所又は入院するに至らない在宅

の要配慮者で、避難所生活における精神的・身体的負担から健康を害するおそれがあるなど、

一般の避難所での対応が困難な者で、何らかの特別な支援を必要とするものをいう。なお､受け

入れる要配慮者には､その介助者を含めることができる。 

（受入れの要請） 

第３条 委託者は、災害時において、前条の対象者の存在を把握した場合は、受託者に対し、当

該対象者の受入れを要請するものとする。 

２ 受託者は、委託者からの要請に可能な範囲内で応じるよう努めるものとする。 

（避難所として利用できる施設） 

第４条 委託者が福祉避難所として利用できる施設は、次の施設とする。 

施設名 小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター 

所在地 小金井市本町二丁目１０番１３号 

（避難所の開設） 

第５条 委託者は、福祉避難所を開設する必要が生じた場合は、前条において定められた施設に

ついて、その被害状況及び利用状況を受託者に確認の上、福祉避難所として開設することがで

きる。 

（手続き） 

第６条 第３条の要請は、次に掲げる事項を記載した書面をもって行うものとする。ただし、緊

急を要する場合は、この限りでない。 

⑴ 対象者の住所、氏名、心身の状況、連絡先等 

⑵ 身元引受人の住所、氏名及び連絡先 

（避難所の管理） 

第７条 福祉避難所の管理運営は、委託者の責任において行うものとする。 

２ 委託者はあらかじめ、福祉避難所運営組織について受託者に通知するものとする。 

３ 災害時の福祉避難所の管理運営について、受託者は、委託者に協力するものとする。 

４ 委託者は、日常生活用品、食糧及び医薬品、医療材料等福祉避難所の運営に必要な物資の調
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達に努めるものとする。 

５ 委託者は、要配慮者を適切に介護できるよう看護師、介護員、ボランティア等の介助者の確

保に努めるものとする。 

（対象者の移送） 

第８条 委託者の要請に基づき、受託者が受入れを了承した場合、福祉避難所への要配慮者の移

送は、原則として委託者が行うものとする。 

（費用負担） 

第９条 委託者は、福祉避難所の管理運営に係る費用を負担することを原則として、委託者及び

受託者の協議により決定するものとする。 

（開設期間） 

第１０条 福祉避難所の開設期間は、災害発生の日から７日以内とする。ただし、必要な場合は

委託者及び受託者の協議により、さらに７日以内で延長することができるものとし、以降、再

延長が必要な場合は同様に取り扱うものとする。 

（避難所の早期閉鎖への努力） 

第１１条 委託者は、受託者が早期に本来目的の活動を再開できるよう配慮するとともに、福祉

避難所の早期閉鎖に努めるものとする。 

（原状回復義務） 

第１２条 委託者は、福祉避難所を終了する際は、受託者に避難所使用終了届を提出するととも

に、施設を原状に復し、受託者の確認を受けた後、受託者に引き渡すものとする。 

（受入可能人数の把握） 

第１３条 委託者は、平常時から受託者の施設における受入可能人数を把握しておくものとする。 

（守秘義務） 

第１４条 受託者は、福祉避難所の設置運営を行う場合において知り得た情報を、委託者以外の

者に漏らしてはならない。 

（協議） 

第１５条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項は、その都度、委託者及び受託者で

協議して定めるものとする。 

（有効期間） 

第１６条 この協定の有効期間は、平成３３年３月３１日までとする。 

 

委託者と受託者は、この協定を証するため、本書２通を作成し、それぞれ記名押印のうえ、各

１通を保管するものとする。 

 

平成２８年４月１日 

 

          委託者  小金井市本町六丁目６番３号 

               小金井市 

代表者 小金井市長 

 

 

          受託者  小金井市桜町一丁目２番２０号 

               社会福祉法人 聖ヨハネ会 

               代表者 理事長  
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協定 福祉避難所（二次避難所） 

１０ 災害時における避難所施設利用に関する協定書（社会福祉法人 まりも会） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 p356 

 

災害時における避難所施設利用に関する協定書（社会福祉法人 まりも会） 

 

小金井市（以下「委託者」という。)と指定管理者社会福祉法人まりも会(以下「受託者」とい

う。）の間において、次のとおり福祉避難所（二次避難所）（以下「福祉避難所」という。）として

の施設利用に関する協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、大規模な風水害や震災等の災害により要配慮者が避難を余儀なくされた場

合に、委託者が受託者の管理する施設の一部を福祉避難所として利用するとともに福祉避難所

の設置運営に関する協力を要請することができること及びその場合の手続き等を定めることを

目的とする。 

（対象となる要配慮者） 

第２条 この協定における要配慮者は、福祉施設や医療機関に入所又は入院するに至らない在宅

の要配慮者で、避難所生活における精神的・身体的負担から健康を害するおそれがあるなど、

一般の避難所での対応が困難な者で、何らかの特別な支援を必要とするものをいう。なお､受け

入れる要配慮者には､その介助者を含めることができる。 

（受入れの要請） 

第３条 委託者は、災害時において、前条の対象者の存在を把握した場合は、受託者に対し、当

該対象者の受入れを要請するものとする。 

２ 受託者は、委託者からの要請に可能な範囲内で応じるよう努めるものとする｡ 

（避難所として利用できる施設） 

第４条 委託者が福祉避難所として利用できる施設は、次の施設とする。 

施設名 小金井市障害者福祉センター 

所在地 小金井市緑町四丁目１７番１０号 

（避難所の開設） 

第５条 委託者は、福祉避難所を開設する必要が生じた場合は､前条において定められた施設につ

いて、その被害状況及び利用状況を受託者に確認の上、福祉避難所として開設することができ

る。 

（手続き） 

第６条 第３条の要請は、次に掲げる事項を記載した書面をもって行うものとする。ただし、緊

急を要する場合は、この限りでない。 

⑴ 対象者の住所、氏名、心身の状況、連絡先等 

⑵ 身元引受人の住所、氏名及び連絡先 

（避難所の管理） 

第７条 福祉避難所の管理運営は、委託者の責任において行うものとする。 

２ 委託者はあらかじめ、福祉避難所運営組織について受託者に通知するものとする。 

３ 災害時の福祉避難所の管理運営について、受託者は、委託者に協力するものとする。 

４ 委託者は、日常生活用品、食糧及び医薬品、医療材料等福祉避難所の運営に必要な物資の調
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達に努めるものとする。 

５ 委託者は、要配慮者を適切に介護できるよう看護師、介護員、ボランティア等の介助者の確

保に努めるものとする。 

（対象者の移送） 

第８条 委託者の要請に基づき、受託者が受入れを了承した場合、福祉避難所への要配慮者の移

送は、原則として委託者が行うものとする。 

（費用負担） 

第９条 委託者は、福祉避難所の管理運営に係る費用を負担することを原則として、委託者及び

受託者の協議により決定するものとする。 

（開設期間） 

第１０条 福祉避難所の開設期間は、災害発生の日から７日以内とする。ただし、必要な場合は

委託者及び受託者の協議により、さらに７日以内で延長することができるものとし、以降、再

延長が必要な場合は同様に取り扱うものとする。 

（避難所の早期閉鎖への努力） 

第１１条 委託者は、受託者が早期に本来目的の活動を再開できるよう配慮するとともに、福祉

避難所の早期閉鎖に努めるものとする。 

（原状回復義務） 

第１２条 委託者は、福祉避難所を終了する際は、受託者に避難所使用終了届を提出するととも

に、施設を原状に復し、受託者の確認を受けた後、受託者に引き渡すものとする。 

（受入可能人数の把握） 

第１３条 委託者は、平常時から受託者の施設における受入可能人数を把握しておくものとする。 

（守秘義務） 

第１４条 受託者は、福祉避難所の設置運営を行う場合において知り得た情報を、委託者以外の

者に漏らしてはならない。 

（協議） 

第１５条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項は、その都度、委託者及び受託者で

協議して定めるものとする。 

（有効期間） 

第１６条 この協定の有効期間は、平成３３年３月３１日までとする。 

 

委託者と受託者は、この協定を証するため、本書２通を作成し、それぞれ記名押印のうえ、各

１通を保管するものとする。 

 

平成２８年４月１日 

 

委託者   小金井市本町六丁目６番３号 

小金井市 

代表者 小金井市長  

 

 

受託者   小平市上水南町四丁目７番４５号 

                社会福祉法人 まりも会 

                代表者 理事長   
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協定 福祉避難所（二次避難所） 

１１ 災害時における福祉避難所施設利用に関する協定書 

（都立小金井特別支援学校） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 p356 

 

災害時における福祉避難所施設利用に関する協定書 

 

小金井市（以下「甲」という。）と東京都立小金井特別支援学校（以下「乙」という。）とは、災

害時における福祉避難所（二次避難所）（以下「福祉避難所」という。）の設置運営に関し、次のと

おり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、災害時において甲が乙の管理する施設の一部を、要配慮者等を対象とした

福祉避難所として利用することについて、必要な事項を定めることを目的とする。 

（避難所利用対象者） 

第２条 乙の管理する施設を福祉避難所として利用する対象者は、被災した要配慮者等及び介護

者（家族等を含む。）とする。 

（避難所として利用できる施設） 

第３条 乙は、福祉避難所として利用できる施設の範囲をあらかじめ定め、福祉避難所指定承諾

書（第１号様式）を甲に提出する。 

（避難所の開設） 

第４条 甲は、災害が発生し、福祉避難所を開設する必要が生じた場合は、対象施設の被害状況

に応じて乙が承諾した場所を福祉避難所として開設することができる。 

（開設の通知） 

第５条 甲は、前条に基づき福祉避難所を開設する際は、事前に乙に対しその旨を福祉避難所開

設通知書（第２号様式）又は口頭で通知するものとする。 

（対象者の移送） 

第６条 甲は、避難が必要な要配慮者等の移送を行うように努める。 

（避難所の管理） 

第７条 福祉避難所の管理運営は、甲の責任において行うものとする。 

２ 甲はあらかじめ、福祉避難所運営組織について乙に通知するものとする。 

３ 災害時の福祉避難所の管理運営について、乙は、甲に協力するものとする。 

４ 甲は、日常生活用品、食料及び医薬品、医療材料等福祉避難所の運営に必要な物資の調達に努

めるものとする。 

５ 甲は、要配慮者を適切に介護できるよう看護師、介護員、ボランティア等の介助者の確保に努

めるものとする。 

（費用負担） 

第８条 甲は、福祉避難所の管理運営に係る費用を負担することを原則として、甲乙の協議によ

り決定するものとする。 
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（開設期間） 

第９条 福祉避難所の開設期間は、災害発生の日から７日以内とする。ただし、甲は、災害の状

況により、期間を延長する必要がある場合は、東京都教育委員会教育長に福祉避難所使用許可

期限延長申請書（第３号様式）により、期間の延長を申請するものとする。 

（避難所解消への努力） 

第１０条 甲は、乙が早期に教育活動を再開できるよう配慮するとともに、当該福祉避難所の早

期解消に努めるものとする。 

（避難所の終了） 

第１１条 甲は、乙が管理する施設について福祉避難所としての利用を終了する際は、乙に福祉

避難所使用終了届（第４号様式）を提出するとともに、その施設を現状に復し、乙の確認を受

けた後、乙に引き渡すものとする。 

（協定の有効期間） 

第１２条 この協定の有効期間は、平成３２年３月３１日までとする。ただし、期間満了の日の

３か月前までに甲乙いずれからも解除又は更新の申出がないときは１年間延長されたものとみ

なし、以後この例によるものとする。 

（協議） 

第１３条 この協定の各条項の解釈について疑義を生じたとき、又はこの協定に定めのない事項

については、甲乙協議して定めるものとする。 

 

甲と乙は、この協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各１通を保管す

るものとする。 

 

平成３０年１２月２１日 

 

甲  小金井市本町六丁目６番３号 

                小金井市 

                代表者 小金井市長  

 

 

             乙  小金井市桜町二丁目１番１４号 

                東京都立小金井特別支援学校 

                代表者 校長    
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協定 福祉避難所（二次避難所） 

１２ 災害発生時における福祉避難所（二次避難所）の設置運営に関する協定書 

（社会福祉法人 聖ヨハネ会） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 p356 

 

災害発生時における福祉避難所（二次避難所）の設置運営に関する協定書 

 

小金井市（以下「甲」という。）と社会福祉法人 聖ヨハネ会（以下「乙」という。）とは、災害

時における福祉避難所（二次避難所）（以下「福祉避難所」という。）の設置運営に関し、次のとお

り協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、大規模な風水害や震災等の災害により災害時要配慮者（以下「要配慮者」

という。）が避難を余儀なくされた場合に、甲が乙に対して福祉避難所の設置運営に関する協力

を要請することができること及びその場合の手続きを定めることを目的とする。 

（対象となる要配慮者） 

第２条 この協定における要配慮者は、福祉施設や医療機関に入所又は入院するに至らない在宅

の要配慮者で、避難所生活における精神的・身体的負担から健康を害するおそれがあるなど、

一般の避難所での対応が困難な者で、何らかの特別な支援を必要とするものをいう。なお、受

け入れる要配慮者には、その介助者を含めることができる。 

（受入れの要請） 

第３条 甲は、災害時において、前条の対象者の存在を把握した場合は、乙に対し、当該対象者

の受入れを要請するものとする。 

２ 乙は、甲からの要請に可能な範囲内で応じるよう努めるものとする。 

（避難所として利用できる施設） 

第４条 甲が福祉避難所として利用できる施設は、次の施設とする。 

施設名 小金井聖ヨハネ支援センター 

所在地 小金井市梶野町五丁目８番９号 

（避難所の開設） 

第５条 甲は、福祉避難所を開設する必要が生じた場合は、前条において定められた施設につい

て、その被害状況及び利用状況を乙に確認の上、福祉避難所として開設することができる。 

（手続き） 

第６条 第３条の要請は、次に掲げる事項を記載した書面をもって行うものとする。ただし、緊

急を要する場合は、この限りでない。 

⑴ 対象者の住所、氏名、心身の状況、連絡先等 

⑵ 身元引受人の住所、氏名及び連絡先 

（避難所の管理） 

第７条 福祉避難所の管理運営は、甲の責任において行うものとする。 

２  甲はあらかじめ、福祉避難所運営組織について乙に通知するものとする。 

３ 災害時の福祉避難所の管理運営について、乙は、甲に協力するものとする。 

４ 甲は、日常生活用品、食糧及び医薬品、医療材料等福祉避難所の運営に必要な物資の調達に

努めるものとする。 

５ 甲は、要配慮者を適切に介護できるよう看護師、介護員、ボランティア等の介助者の確保に

努めるものとする。 
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（対象者の移送） 

第８条 甲の要請に基づき、乙が受入れを了承した場合、福祉避難所への要配慮者の移送は、原

則として甲が行うものとする。 

（費用負担） 

第９条 甲は、福祉避難所の管理運営に係る費用を負担することを原則として、甲乙の協議によ

り決定するものとする。 

（開設期間） 

第１０条 福祉避難所の開設期間は、災害発生の日から７日以内とする。ただし、必要な場合は

甲乙の協議により、さらに７日以内で延長することができるものとし、以降、再延長が必要な

場合は同様に取り扱うものとする。 

 （避難所の早期閉鎖への努力） 

第１１条 甲は、乙が早期に本来目的の活動を再開できるよう配慮するとともに、福祉避難所の

早期閉鎖に努めるものとする。 

 （原状回復義務） 

第１２条 甲は、福祉避難所を終了する際は、乙に避難所使用終了届を提出するとともに、施設

を原状に復し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡すものとする。 

（受入可能人数の把握） 

第１３条 甲は、平常時から乙の施設における受入可能人数を把握しておくものとする。 

（守秘義務） 

第１４条 乙は、福祉避難所の設置運営を行う場合において知り得た情報を、甲以外の者に漏ら

してはならない。 

（協議） 

第１５条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項は、その都度、甲、乙協議して定め

るものとする。 

（有効期間） 

第１６条 この協定の有効期間は、平成２９年３月３１日までとする。ただし、期間満了の日の

３か月前までに甲乙いずれからも解除又は変更の申出がないときは１年間延長されたものとみ

なし、以後この例によるものとする。 

 

 

甲と乙は、この協定を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印のうえ各１通を保管す

るものとする。 

 

平成２８年７月１日 

 

            甲  小金井市本町六丁目６番３号 

               小金井市 

               代表者 小金井市長  

 

 

            乙  小金井市桜町一丁目２番２０号 

               社会福祉法人 聖ヨハネ会 

               代表者 理事長  
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協定 福祉避難所（二次避難所） 

１３ 災害発生時における福祉避難所（二次避難所）の設置運営に関する協定書 

（有限会社のがわ） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 p356 

 

災害発生時における福祉避難所（二次避難所）の設置運営に関する協定書 

 

小金井市（以下「甲」という。）と有限会社のがわ（以下「乙」という。）とは、災害時における

福祉避難所（二次避難所）（以下「福祉避難所」という。）の設置運営に関し、次のとおり協定を締

結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、大規模な風水害や震災等の災害により要配慮者が避難を余儀なくされた場

合に、甲が乙に対して福祉避難所の設置運営に関する協力を要請することができること及びそ

の場合の手続きを定めることを目的とする。 

（対象となる要配慮者） 

第２条 この協定における要配慮者は、福祉施設や医療機関に入所又は入院するに至らない在宅

の要配慮者で、避難所生活における精神的・身体的負担から健康を害するおそれがあるなど、

一般の避難所での対応が困難な者で、何らかの特別な支援を必要とするものをいう。なお、受

け入れる要配慮者には、その介助者を含めることができる。 

（受入れの要請） 

第３条 甲は、災害時において、前条の対象者の存在を把握した場合は、乙に対し、当該対象者

の受入れを要請するものとする。 

２ 乙は、甲からの要請に可能な範囲内で応じるよう努めるものとする。 

（避難所として利用できる施設） 

第４条 甲が福祉避難所として利用できる施設は、次の施設とする。 

施設名 高齢者複合施設のがわ 

所在地 小金井市東町二丁目３１番３号 

（避難所の開設） 

第５条 甲は、福祉避難所を開設する必要が生じた場合は、前条において定められた施設につい

て、その被害状況及び利用状況を乙に確認の上、福祉避難所として開設することができる。 

（手続き） 

第６条 第３条の要請は、次に掲げる事項を記載した書面をもって行うものとする。ただし、緊

急を要する場合は、この限りでない。 

⑴ 対象者の住所、氏名、心身の状況、連絡先等 

⑵ 身元引受人の住所、氏名及び連絡先 

（避難所の管理） 

第７条 福祉避難所の管理運営は、甲の責任において行うものとする。 

２  甲はあらかじめ、福祉避難所運営組織について乙に通知するものとする。 

３ 災害時の福祉避難所の管理運営について、乙は、甲に協力するものとする。 

４ 甲は、日常生活用品、食糧及び医薬品、医療材料等福祉避難所の運営に必要な物資の調達に

努めるものとする。 

５ 甲は、要配慮者を適切に介護できるよう看護師、介護員、ボランティア等の介助者の確保に

努めるものとする。 
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（対象者の移送） 

第８条 甲の要請に基づき、乙が受入れを了承した場合、福祉避難所への要配慮者の移送は、原

則として甲が行うものとする。 

（費用負担） 

第９条 甲は、福祉避難所の管理運営に係る費用を負担することを原則として、甲乙の協議によ

り決定するものとする。 

（開設期間） 

第１０条 福祉避難所の開設期間は、災害発生の日から７日以内とする。ただし、必要な場合は

甲乙の協議により、さらに７日以内で延長することができるものとし、以降、再延長が必要な

場合は同様に取り扱うものとする。 

 （避難所の早期閉鎖への努力） 

第１１条 甲は、乙が早期に本来目的の活動を再開できるよう配慮するとともに、福祉避難所の

早期閉鎖に努めるものとする。 

 （原状回復義務） 

第１２条 甲は、福祉避難所を終了する際は、乙に避難所使用終了届を提出するとともに、施設

を原状に復し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡すものとする。 

（受入可能人数の把握） 

第１３条 甲は、平常時から乙の施設における受入可能人数を把握しておくものとする。 

（守秘義務） 

第１４条 乙は、福祉避難所の設置運営を行う場合において知り得た情報を、甲以外の者に漏ら

してはならない。 

（協議） 

第１５条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項は、その都度、甲、乙協議して定め

るものとする。 

（有効期間） 

第１６条 この協定の有効期間は、平成３４年１１月３０日までとする。ただし、期間満了の日

の３か月前までに甲乙いずれからも解除又は変更の申出がないときは１年間延長されたものと

みなし、以後この例によるものとする。 

 

 

 甲と乙は、この協定を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印の上各１通を保管する

ものとする。  

 

令和元年７月１日 

 

            甲  小金井市本町六丁目６番３号 

               小金井市 

               代表者 小金井市長  

 

 

            乙  小金井市東町二丁目３１番３号 

               有限会社のがわ 

               代表者 代表取締役  

 



協定 福祉避難所（二次避難所） １４ 災害発生時における福祉避難所（二次避難所）の設置運営に関する協

定書（社会福祉法人 七日会） 

資料 395 

協定 福祉避難所（二次避難所） 

１４ 災害発生時における福祉避難所（二次避難所）の設置運営に関する協定書 

（社会福祉法人 七日会） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 p356 

 

災害発生時における福祉避難所（二次避難所）の設置運営に関する協定書 

 

小金井市（以下「甲」という。）と社会福祉法人七日会（以下「乙」という。）とは、災害時にお

ける福祉避難所（二次避難所）（以下「福祉避難所」という。）の設置運営に関し、次のとおり協定

を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、大規模な風水害や震災等の災害により要配慮者が避難を余儀なくされた場

合に、甲が乙に対して福祉避難所の設置運営に関する協力を要請することができること及びそ

の場合の手続きを定めることを目的とする。 

（対象となる要配慮者） 

第２条 この協定における要配慮者は、福祉施設や医療機関に入所又は入院するに至らない在宅

の要配慮者で、避難所生活における精神的・身体的負担から健康を害するおそれがあるなど、

一般の避難所での対応が困難な者で、何らかの特別な支援を必要とするものをいう。なお、受

け入れる要配慮者には、その介助者を含めることができる。 

（受入れの要請） 

第３条 甲は、災害時において、前条の対象者の存在を把握した場合は、乙に対し、当該対象者

の受入れを要請するものとする。 

２ 乙は、甲からの要請に可能な範囲内で応じるよう努めるものとする。 

（避難所として利用できる施設） 

第４条 甲が福祉避難所として利用できる施設は、次の施設とする。 

施設名 特別養護老人ホームぬく井の杜 

所在地 小金井市貫井北町三丁目４番８号 

（避難所の開設） 

第５条 甲は、福祉避難所を開設する必要が生じた場合は、前条において定められた施設につい

て、その被害状況及び利用状況を乙に確認の上、福祉避難所として開設することができる。 

（手続き） 

第６条 第３条の要請は、次に掲げる事項を記載した書面をもって行うものとする。ただし、緊

急を要する場合は、この限りでない。 

⑴ 対象者の住所、氏名、心身の状況、連絡先等 

⑵ 身元引受人の住所、氏名及び連絡先 

（避難所の管理） 

第７条 福祉避難所の管理運営は、甲の責任において行うものとする。 

２  甲はあらかじめ、福祉避難所運営組織について乙に通知するものとする。 

３ 災害時の福祉避難所の管理運営について、乙は、甲に協力するものとする。 

４ 甲は、日常生活用品、食糧及び医薬品、医療材料等福祉避難所の運営に必要な物資の調達に

努めるものとする。 

５ 甲は、要配慮者を適切に介護できるよう看護師、介護員、ボランティア等の介助者の確保に

努めるものとする。 
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（対象者の移送） 

第８条 甲の要請に基づき、乙が受入れを了承した場合、福祉避難所への要配慮者の移送は、原

則として甲が行うものとする。 

（費用負担） 

第９条 甲は、福祉避難所の管理運営に係る費用を負担することを原則として、甲乙の協議によ

り決定するものとする。 

（開設期間） 

第１０条 福祉避難所の開設期間は、災害発生の日から７日以内とする。ただし、必要な場合は

甲乙の協議により、さらに７日以内で延長することができるものとし、以降、再延長が必要な

場合は同様に取り扱うものとする。 

 （避難所の早期閉鎖への努力） 

第１１条 甲は、乙が早期に本来目的の活動を再開できるよう配慮するとともに、福祉避難所の

早期閉鎖に努めるものとする。 

 （原状回復義務） 

第１２条 甲は、福祉避難所を終了する際は、乙に避難所使用終了届を提出するとともに、施設

を原状に復し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡すものとする。 

（受入可能人数の把握） 

第１３条 甲は、平常時から乙の施設における受入可能人数を把握しておくものとする。 

（守秘義務） 

第１４条 乙は、福祉避難所の設置運営を行う場合において知り得た情報を、甲以外の者に漏ら

してはならない。 

（協議） 

第１５条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項は、その都度、甲、乙協議して定め

るものとする。 

（有効期間） 

第１６条 この協定の有効期間は、平成３５年６月３０日までとする。ただし、期間満了の日の

３か月前までに甲乙いずれからも解除又は変更の申出がないときは１年間延長されたものとみ

なし、以後この例によるものとする。 

 

 

甲と乙は、この協定を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印の上各１通を保管する

ものとする。  

 

平成３０年７月１日 

 

            甲  小金井市本町六丁目６番３号 

               小金井市 

               代表者 小金井市長  

 

 

            乙  小金井市貫井北町三丁目４番８号 

               社会福祉法人七日会 

               代表者 理事長     
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（東京都） 

資料 397 

協定 し尿処理・がれき処理関係 １ 災害時における水再生センターへのし尿 

搬入及び受入れに関する覚書（東京都） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 p416 

 

災害時における水再生センターへのし尿搬入及び受入れに関する覚書 
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（東京都） 
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東京都下水道局流域下水道本部 
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資料 399 

協定 し尿処理・がれき処理関係 ２ 災害時における廃棄物の収集及び運搬の 

協力に関する協定書（加藤商事） 

文書管理機関名：市環境部 本編該当頁：第 2 部 p428 

 

災害時における廃棄物の収集及び運搬の協力に関する協定書（加藤商事） 
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資料 400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

東野川二丁目 

加藤商事 
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協定 し尿処理・がれき処理関係 ３ 災害時における廃棄物の収集及び運搬の 

協力に関する協定書（志賀興業） 

文書管理機関名：市環境部 本編該当頁：第 2 部 p428 

 

災害時における廃棄物の収集及び運搬の協力に関する協定書（志賀興業） 
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資料 404 
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資料 405 
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資料 406 
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資料 407 

協定 し尿処理・がれき処理関係 ４ 災害時における廃棄物の収集及び運搬の 

協力に関する協定書（調布清掃） 

文書管理機関名：市環境部 本編該当頁：第 2 部 p428 

 

災害時における廃棄物の収集及び運搬の協力に関する協定書（調布清掃） 
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資料 408 
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資料 409 
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資料 410 
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資料 411 

協定 し尿処理・がれき処理関係 ５ 災害時におけるし尿の収集及び運搬の協力

に関する協定書（加藤商事） 

文書管理機関名：市環境部 本編該当頁：第 2 部 p417 

 

災害時におけるし尿の収集及び運搬の協力に関する協定書（加藤商事） 
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資料 412 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

狛江市東野川二丁目 

加藤商事 
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資料 413 
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資料 414 
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資料 415 

協定 し尿処理・がれき処理関係 ６ 災害時におけるし尿の収集及び運搬の協力

に関する協定書（志賀興業） 

文書管理機関名：市環境部 本編該当頁：第 2 部 p417 

 

災害時におけるし尿の収集及び運搬の協力に関する協定書（志賀興業） 
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資料 416 
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資料 417 
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資料 418 
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資料 419 

協定 し尿処理・がれき処理関係 ７ 災害時におけるし尿の収集及び運搬の協力

に関する協定書（調布清掃） 

文書管理機関名：市環境部 本編該当頁：第 2 部 p417 

 

災害時におけるし尿の収集及び運搬の協力に関する協定書（調布清掃） 
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資料 420 
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資料 421 

 

 

 

 

 

  



協定 し尿処理・がれき処理関係 ７ 災害時におけるし尿の収集及び運搬の協力に関する協定書（調布清掃） 

資料 422 

 

 

 

 

 

 

 

 



協定 消防水利関係 １ 指定給水拠点における初動応急給水活動に関する覚書及び指定給水拠点における初動

応急給水活動に関する覚書実施細目（東京都） 

資料 423 

協定 消防水利関係 １ 指定給水拠点における初動応急給水活動に関する覚書 

及び指定給水拠点における初動応急給水活動に関する覚書

実施細目（東京都） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 p382 

 

指定給水拠点における初動応急給水活動に関する覚書 
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応急給水活動に関する覚書実施細目（東京都） 

資料 424 

 

  



協定 消防水利関係 １ 指定給水拠点における初動応急給水活動に関する覚書及び指定給水拠点における初動

応急給水活動に関する覚書実施細目（東京都） 

資料 425 

指定給水拠点における初動応急給水活動に関する覚書実施細目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



協定 消防水利関係 １ 指定給水拠点における初動応急給水活動に関する覚書及び指定給水拠点における初動

応急給水活動に関する覚書実施細目（東京都） 

資料 426 

 

 

 

 

 

 

 



協定 消防水利関係 ２ 消防水利の設置等に関する協定書及び消防水利の設置等に関する協定書に係る実施細

目（小金井消防署） 

資料 427 

協定 消防水利関係 ２ 消防水利の設置等に関する協定書及び消防水利の設置等

に関する協定書に係る実施細目（小金井消防署） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 p127 

 

 

消防水利の設置等に関する協定書 

 

小金井市長（以下「甲」という。）と東京消防庁小金井消防署長（以下「乙」という。）は、消防

水利の設置等に関して、次のとおり協定する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、小金井市における消防水利の設置、確保、修繕及び水利標識の建植等につ

いて、甲及び乙が協力して円滑な事務の推進を図り、もって、小金井市における火災等の災害

に適切に対処することを目的とする。 

（水利整備対策会議） 

第２条 甲及び乙は、定期的に水利整備対策会議を開催し、翌年度における防火水槽の設置、公

共事業に併せた水利の確保対策その他水利整備に関わる重要事案について協議し消防水利の計

画的かつ着実な整備を図るものとする。 

（小金井市宅地開発等指導要綱の協議） 

第３条 甲は、宅地開発、集合住宅建設等に関し、小金井市宅地開発等指導要綱に定める消防水

利の設置など消防に関わる行政指導を行おうとする場合又は当該要綱を改廃する場合には、乙

に協議するものとする。 

２ 乙は、前項の協議を受けたときは、消防行政上からの意見を述べるものとする。 

（個別協議） 

第４条 甲は、次の各号に定める事案の処理に際し、あらかじめ乙に協議し、効果的な消防水利

の整備を図るものとする。 

⑴ 小金井市における消防水利の整備に関する計画を樹立又は変更する場合 

⑵ 消防水利を設置、移設、変更又は廃止をする場合（消火栓を含む。） 

⑶ 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）に基づき、消防水利に関する同意又は協議を行

う場合 

⑷ 都市再開発法（昭和４４年法律第３８号）に基づき、施行者から意見を求められた場合 

⑸ 土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）による区画整理事業が行われる場合 

⑹ 小金井市宅地開発等指導要綱等に基づき、消防水利の設置等を指導する場合 

⑺ 東京都都市整備局、東京都住宅供給公社及び都市再生機構が実施する住宅建設事業に際し、

意見を求められた場合 

⑻ 甲が管理する河川、池等を改修、撤去等をする場合 

２ 乙は、前項による協議を受けたときは、消防行政上の意見を述べるものとする。 

３ 甲及び乙は、第１項各号の協議が円滑に行われるようあらかじめ手順を定め、窓口を特定す

るなど適正かつ迅速な事務処理に努めるものとする。 



協定 消防水利関係 ２ 消防水利の設置等に関する協定書及び消防水利の設置等に関する協定書に係る実施細

目（小金井消防署） 

資料 428 

（検査の立会い） 

第５条 甲は、前条第１項に定める協議を経て設置又は確保される消防水利の検査又は確認に際

しては、乙に立会いを求めるものとする。 

２ 乙は、前項の求めに応じて立ち会い、当該消防水利の位置及び構造について確認するととも

に、消防活動上からの意見を述べるものとする。 

（市施設等の活用） 

第６条 甲は、甲が管理する河川、池、プール、雨水貯留槽及び空調用蓄熱槽等を設置又は改修

等をする場合は、消防水利として活用できる位置及び構造となるよう努めるものとする。 

２ 乙は、前項に定める施設等の設置に際しては積極的に甲に協力するものとする。 

（消防水利の指定） 

第７条 乙は、前条に定める消防水利のほか、消防の用に供し得る水利の確保に努めるものとし、

消防法（昭和２３年法律第８６号）第２１条第１項の規定に基づき、前条の水利については甲

の、その他の水利についてはその所有者等の承諾を得て消防水利に指定するものとする。 

２ 乙は、前項の規定により消防水利に指定したとき、又は指定を解除したときは、甲に通知す

るものとする。 

（水利標識の建植等） 

第８条 甲は、前条の規定による指定消防水利について、消防法第２１条第２項に基づく水利標

識を建植し、乙の消防活動の利便に資するものとする。ただし、水利標識がやむを得ず建植で

きない場合は、黄色の塗装表示をするものとする（次項において消火栓標識及び水利標識及び

水利標識がやむを得ず建植できない場合も同様とする。）。 

２ 甲は、上水道消火栓については消火栓標識を、また、それ以外の消防水利については水利標

識（総務省消防庁が示す統一標識）を努めて建植し、乙の消防活動の利便に資するものとする。 

３ 乙は、前項の規定において、甲が建植する消火栓標識以外の消火栓標識に係る事務を処理す

るものとする。 

（消防水利の修繕） 

第９条 乙は、乙の職員が行う水利調査において消防水利の故障を発見したときは、甲に通知す

るものとする。 

２ 甲が管理する消防水利において、前項に定める通知を受けたときは、甲は、速やかに修繕工

事を行い、工事が完了したときは乙に通知するものとし、上水道消火栓については、当該水道

の管理者に速やかに修繕工事が必要な旨、通知するものとする。 

（事故の防止） 

第１０条 乙は、水利調査等において、甲が管理する水利施設に関わる転落、溺水等の事故の発

生するおそれがある状況を発見したときは、直ちに甲に通知するとともに、危険防止のため緊

急の必要があると認めるときは、応急の措置を施すことができるものとする。 

２ 甲は、甲が管理する水利施設に起因する転落、溺水等の事故を防止するため適正な管理に努

めるものとし、前項の規定による乙の通知があったときは可及的速やかに改善を図るものとす

る。 

３ 乙は、甲以外の者が管理する指定消防水利について第１項に定める状況を発見したときは、

甲に通知するものとする。 

  



協定 消防水利関係 ２ 消防水利の設置等に関する協定書及び消防水利の設置等に関する協定書に係る実施細

目（小金井消防署） 

資料 429 

（水利使用後の措置） 

第１１条 乙は、火災又は演習等により消防水利（消火栓を含む。）を使用したときは、使用水量

等必要な事項について速やかに甲に通知するものとする。 

（実施細目） 

第１２条 この協定の実施に必要な事項は、甲及び乙が協議して別に定める。 

（疑 義） 

第１３条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関して疑義が生じた事項については甲及び

乙がその都度協議して定めるものとする。 

（その他） 

第１４条 平成１０年１２月１５日付け「消防水利の設置等に関する協定書」は本協定締結をも

って廃止する。 

 

甲と乙は、この協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保管する

ものとする。  

 

平成２５年７月２５日 

 

             甲 小金井市長 稲葉 孝彦 

 

 

             乙 東京消防庁 

               小金井消防署長 原口 久男 

 

 

 



協定 消防水利関係 ２ 消防水利の設置等に関する協定書及び消防水利の設置等に関する協定書に係る実施細

目（小金井消防署） 

資料 430 

消防水利の設置等に関する協定書に係る実施細目 

 

 小金井市長（以下「甲」という。）と東京消防庁小金井消防署長（以下「乙」という。）は、消防

水利の設置等に関する協定書（以下「協定書」という。）第１２条に基づく実施細目を締結する。 

 

第１条 協定書第２条に定める水利整備対策会議（次項において「対策会議」という。）の構成員

は、次のとおりとし、課長以下をもって構成する。 

 ⑴ 甲にあっては、総務部地域安全課、都市整備部まちづくり推進課 

⑵ 乙にあっては、警防課防災安全係 

⑶ その他甲、乙において特に必要と求める者 

２ 対策会議の定例会議は、原則、毎年１回（６月）とし、必要に応じ臨時に会議を開催できる

ものとする。 

第２条 協定書第４条第１項第２号に規定する消防水利（消火栓を除く。）を設置、移設、変更又

は廃止をしたときは様式第１号によるものとする。 

第３条 協定書第４条第１項第３号に定める都市計画法（昭和４３年法律第１００号）に基づく

消防水利に関する同意又は協議を行う場合は、様式第２号及び様式第３号によるものとし、甲

にあっては都市整備部まちづくり推進課が、乙にあっては警防課防災安全係が行う。 

第４条 協定書第４条第３項に定める窓口は、小金井市総務部地域安全課及び小金井消防署警防

課防災安全係とする。 

第５条 協定書第７条に定める消防水利の指定及び解除したときは、様式第４号によるものとす

る。 

第６条 協定書第９条に定める消防水利の修繕の場合は、様式第５号及び様式第６号によるもの

とする。 

第７条 協定書第１１条に定める水利（消火栓を含む。）使用後の措置の場合は、様式第７号によ

るものとする。 

第８条 この実施細目は、締結した日から適用する。 

 

 

甲と乙は、この実施細目を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保管

するものとする。  

 

平成２５年７月２５日 

 

             甲 小金井市長 稲葉 孝彦 

 

 

             乙 東京消防庁 

               小金井消防署長 原口 久男 



協定 消防水利関係 ２ 消防水利の設置等に関する協定書及び消防水利の設置等に関する協定書に係る実施細

目（小金井消防署） 

資料 431 

様式第１号（第２条関係） 

小  発第 号 

 年 月 日 

 

東京消防庁 

小金井消防署長 様 

 

小金井市長      

 

消防水利の設置等について（通知） 

 

下記のとおり消防水利を設置、移設変更又は及び廃止したので通知します。 

 

記 

 

異動種別 水利種別 
１口径 

２容量 

所  在 

目  標 

導水装置の 

有無 
工事完了日 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

担当者  

 

 

 

公印 



協定 消防水利関係 ２ 消防水利の設置等に関する協定書及び消防水利の設置等に関する協定書に係る実施細

目（小金井消防署） 

資料 432 

様式第２号（第３条関係） 

 小  発第 号 

 年 月 日 

 

東京消防庁 

小金井消防署長 様 

 

小金井市長      

 

開発行為に関する消防水利施設等について（照会） 

 

都市計画法第３２条の開発行為に関する消防水利について、都市計画法施行令第２５条第８号

の規定により設置する貯水施設等の必要の有無等下記に定める事項について伺います。 

 

記 

 

１ 開発区域の所在地 

 

２ 開発行為申請者 

 

３ 開発区域の面積 

 

４ 回答先 

  都市整備部まちづくり推進課 担当 

  電話  

 

 

 

 

 

 

公印 



協定 消防水利関係 ２ 消防水利の設置等に関する協定書及び消防水利の設置等に関する協定書に係る実施細

目（小金井消防署） 

資料 433 

様式第３号（第３条関係） 

 年 月 日 

 

（宛先）小金井市長  

 

東京消防庁   

小金井消防署長 

 

開発行為に伴う意見の照合について（回答） 

 

  年 月 日付け小 発第 号で照会のあったこのことについては、下記のとおりです。 

 

記 

 

１ 開発区域の所在地 

 

２ 開発行為申請者 

 

３ 開発区域の面積 

 

４ 開発区域の水利状況 

 

 

 

 

 

 

                   問合せ先 

                       警防課防災安全係  

                 担当 

                        電話     内線 



協定 消防水利関係 ２ 消防水利の設置等に関する協定書及び消防水利の設置等に関する協定書に係る実施細

目（小金井消防署） 

資料 434 

様式第４号（第５条関係） 

 年 月 日 

 

（宛先）小金井市長  

 

東京消防庁   

小金井消防署長 

 

消防水利の（指定・解除）について（通知） 

 

下記のとおり消防水利を（指定・解除）しましたので通知します。 

 

記 

 

異動 

種別 

水 利 

種 別 

所   在 

目   標 

所管

内外 

水 利 

番 号 

口 径 

容量等 

異動 

理由 

別図 

番号 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

                   問合せ先 

                       警防課防災安全係  

                 担当 

                        電話     内線 



協定 消防水利関係 ２ 消防水利の設置等に関する協定書及び消防水利の設置等に関する協定書に係る実施細

目（小金井消防署） 

資料 435 

様式第５号（第６条関係） 

 年 月 日 

 

（宛先）小金井市長  

 

東京消防庁   

小金井消防署長 

 

消防水利の故障状況について（通知） 

 

貴市が管理する消防水利の故障状況は、下記のとおりですので通知いたします。 

 

記 

 

（  月分） 

種別 番号 所在（目標） 故障内容 

    

    

    

    

    

    

※ 種別欄の赤の○印のものは、消火活動上特に重要ですので至急修理を要するものです。 

                   問合せ先 

                       警防課防災安全係  

                 担当 

                        電話     内線 

 

 

 



協定 消防水利関係 ２ 消防水利の設置等に関する協定書及び消防水利の設置等に関する協定書に係る実施細

目（小金井消防署） 

資料 436 

様式第６号（第６条関係） 

 小  発第 号 

 年 月 日 

 

東京消防庁 

小金井消防署長 様 

 

小金井市長      

 

故障消防水利の修理完了について（通知） 

  

故障消防水利の修理を完了しましたので、下記のとおり通知いたします。 

 

記 

 

種別 番 号 所  在（目標） 

口 径 

修理内容 
完 了 

年月日 容 量 

 

 

 

  

㎜ 

  

㎥ 

 

 

 

  

㎜ 

  

㎥ 

 

 

 

  

㎜ 

  

㎥ 

 

 

 

  

㎜ 

  

㎥ 

 

 

公印 



協定 消防水利関係 ２ 消防水利の設置等に関する協定書及び消防水利の設置等に関する協定書に係る実施細

目（小金井消防署） 

資料 437 

様式第７号（第１１条関係） 

 年 月 日 

 

（宛先）小金井市長  

 

東京消防庁   

小金井消防署長 

 

年 月分消火用及び演習用使用水量について（通知） 

 

小金井市における 月分の消火用及び演習用のための使用水量は下記のとおりです。 

 

記 

 

種別 使用水量及び内容（算出根拠） 

消火用  

演習用  

計  

 

 

 



協定 消防水利関係 ３ 消火栓等からの応急給水等の実施等に関する覚書（東京都） 

資料 438 

協定 消防水利関係 ３ 消火栓等からの応急給水等の実施等に関する覚書 

           （東京都） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 p383, p390 

 

消火栓等からの応急給水等の実施等に関する覚書 

 

 

 

  



協定 消防水利関係 ３ 消火栓等からの応急給水等の実施等に関する覚書（東京都） 

資料 439 

 

 

 

 

  

（資器材

第４条 

甲

２ 



協定 消防水利関係 ３ 消火栓等からの応急給水等の実施等に関する覚書（東京都） 

資料 440 

 

 

 

 

 

  



協定 消防水利関係 ３ 消火栓等からの応急給水等の実施等に関する覚書（東京都） 

資料 441 

 

 

 



協定 消防水利関係 ４ 上水道における排水栓の取り扱い等に関する覚書及び上水道における排水栓の取り扱

い等に関する覚書実施細目（東京都） 

資料 442 

協定 消防水利関係 ４ 上水道における排水栓の取り扱い等に関する覚書及び 

上水道における排水栓の取り扱い等に関する覚書実施細目

（東京都） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 p127 

 

上水道における排水栓の取り扱い等に関する覚書 

 

 

 

 

  



協定 消防水利関係 ４ 上水道における排水栓の取り扱い等に関する覚書及び上水道における排水栓の取り扱

い等に関する覚書実施細目（東京都） 

資料 443 

 

 

 

 

 

 

  



協定 消防水利関係 ４ 上水道における排水栓の取り扱い等に関する覚書及び上水道における排水栓の取り扱

い等に関する覚書実施細目（東京都） 

資料 444 

上水道における排水栓の取り扱い等に関する覚書実施細目 

 

 

  



協定 消防水利関係 ４ 上水道における排水栓の取り扱い等に関する覚書及び上水道における排水栓の取り扱

い等に関する覚書実施細目（東京都） 

資料 445 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



協定 消防水利関係 ５ 上水道における消火栓の設置、維持管理等に関する協定書及び上水道における消火栓

補償費に関する覚書（東京都） 

資料 446 

協定 消防水利関係 ５ 上水道における消火栓の設置、維持管理等に関する協定書

及び上水道における消火栓補償費に関する覚書（東京都） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 p127 

 

上水道における消火栓の設置、維持管理等に関する協定書 

 

 

 

 

 

  



協定 消防水利関係 ５ 上水道における消火栓の設置、維持管理等に関する協定書及び上水道における消火栓

補償費に関する覚書（東京都） 

資料 447 

 

 

 

  



協定 消防水利関係 ５ 上水道における消火栓の設置、維持管理等に関する協定書及び上水道における消火栓

補償費に関する覚書（東京都） 

資料 448 

上水道における消火栓補償費に関する覚書 

 

 

 

 



協定 消防水利関係 ５ 上水道における消火栓の設置、維持管理等に関する協定書及び上水道における消火栓

補償費に関する覚書（東京都） 

資料 449 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



協定 消防水利関係 ６ 避難所における応急給水栓の設置及び使用に関する協定書（東京都） 

資料 450 

協定 消防水利関係 ６ 避難所における応急給水栓の設置及び使用に関する協

定書（東京都） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 p388 

 

避難所における応急給水栓の設置及び使用に関する協定書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



協定 消防水利関係 ６ 避難所における応急給水栓の設置及び使用に関する協定書（東京都） 

資料 451 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



協定 消防水利関係 ６ 避難所における応急給水栓の設置及び使用に関する協定書（東京都） 

資料 452 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



協定 消防水利関係 ６ 避難所における応急給水栓の設置及び使用に関する協定書（東京都） 

資料 453 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



協定 消防水利関係 ６ 避難所における応急給水栓の設置及び使用に関する協定書（東京都） 

資料 454 

 

 

 



協定 輸送関係 １ 災害時における緊急輸送業務の協力に関する協定書（一般社団法人 東京都トラック協会

多摩支部） 

資料 455 

協定 輸送関係 １ 災害時における緊急輸送業務の協力に関する協定書 

（一般社団法人 東京都トラック協会多摩支部） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 p386 

 

災害時における緊急輸送業務の協力に関する協定書 

 

小金井市（以下「甲」という。）と一般社団法人東京都トラック協会多摩支部（以下「乙」とい

う。）は、災害時における緊急輸送業務（以下「業務」という。）の協力に関し、次のとおり協定を

締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、小金井市内等において大規模な地震災害、風水害その他の災害（以下「災

害」という。）が発生した場合、小金井市地域防災計画に基づく輸送体制整備の一環として乙の

協力を得ることにより、災害時の円滑な業務を実施することを目的とする。 

（協力要請） 

第２条 甲は、災害の状況に応じて、緊急輸送用車両が必要であると認めるときは、乙に対し緊

急輸送用車両及び運転者（以下「車両等」という。）の供給を要請することができる。 

２ 甲は、前項の規定による要請をするときは、次の事項について明記した要請書（様式第１号）

により行う。ただし、緊急を要するときは、口頭、電話等の方法により要請し、後日文書を提

出するものとする。 

⑴ 業務の期間 

⑵ 輸送する場所 

⑶ 業務内容  

⑷ その他必要な事項 

（車両等の供給） 

第３条 乙は、前条第１項の規定による要請があったときは、特別な理由がない限り、甲に対し

車両等を供給し、業務を実施しなければならない。 

（経費の負担） 

第４条 第２条第１項の規定による要請により、乙が業務を実施した場合の次に掲げる経費は、

甲が負担する。 

⑴ 乙が提供した車両等に係る経費 

⑵ 甲の指示又は同意により使用した高速道路その他の有料道路通行料及び有料駐車場使用料

金に係る経費 

２ 前項第１号の経費は、東京都と一般社団法人東京都トラック協会との間で契約している運賃

等を準用する。 

（経費の請求及び支払い） 

第５条 乙は、業務が終了したときは、速やかに甲に報告し、前条に規定する経費を甲に請求す

るものとする。 

２ 甲は、前項の規定による請求があったときは、その内容を確認し、適当と認めた場合、速や

かに乙に支払わなければならない。 

（事故等） 

第６条 乙の供給した車両等が事故その他の理由により運行を中断したときは、乙は速やかに当

該車両等を交換し、その供給を継続しなければならない。この場合において、乙は、甲に対し

速やかにその状況を報告しなければならない。 

  



協定 輸送関係 １ 災害時における緊急輸送業務の協力に関する協定書（一般社団法人 東京都トラック協会

多摩支部） 

資料 456 

（旅客及び第三者に対する責任） 

第７条 乙は、車両等の運行に際し、乙の責に帰する理由により車両等（同伴者を含む。）及び第

三者に損害を与えたときは、その賠償の責を負う。 

（損害賠償） 

第８条 甲は、その責に帰する理由により車両等に損害を与え、又は滅失したときは、乙に対し

てその損害を賠償するものとする。 

（従事者の災害補償） 

第９条 甲は、この協定に基づく業務に従事した者が、その責に帰することができない理由によ

り死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となったときは、東京都市町村消

防団員等公務災害補償条例（昭和６３年東京市町村総合事務組合条例第１９号）の規定に準じ

て、これを補償するものとする。ただし、当該従事者が他の法令により療養その他の給付もし

くは補償を受けたとき、又は事故の原因となった第三者から損害賠償を受けたときは、同一の

事故については、これらの価格の限度において損害賠償の責を免れる。 

（供給可能車両等の報告） 

第１０条 乙は、甲に対し、災害時に供給可能な車両等について供給可能数量報告書（様式第２

号）により報告しなければならない。 

（防災訓練への参加） 

第１１条 乙は、甲の要請に基づき、甲が行う防災訓練に対し、必要な協力を行うものとする。 

（連絡責任者） 

第１２条 甲及び乙は、この協定の実施に当たり、連絡責任者を定めなければならない。 

（協定の期間及び更新） 

第１３条 この協定の有効期間は、締結の日から平成２９年３月３１日までとする。ただし、期

間満了の日の３か月前までに、甲乙いずれからも協定締結解除等の意思表示がないときは、当

該期間は１年間延長されたものとみなし、以降この例によるものとする。  

（協議） 

第１４条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じたときは、甲乙協議の上決

定する。 

 

 

この協定の締結の証として、本協定書２通を作成し、甲、乙それぞれ記名押印の上、各自その

１通を保有する。 

 

 

平成２８年８月１５日 

 

      署名  

甲 小金井市本町六丁目６番３号 

小金井市 

小金井市長  

 

 

署名  

乙 国立市北三丁目２７番１１号 

一般社団法人東京都トラック協会多摩支部 

支部長 
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協定 その他 １ 災害時における救出救助業務等の協力に関する協定書 

（社団法人 東京都自動車整備振興会） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 1 部 p53 

 

 

災害時における救出救助業務等の協力に関する協定書 
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協定 その他 ２ 災害時における動物救護活動に関する協定書 

（小金井市獣医師会） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 p358 

 

 

災害時における動物救護活動に関する協定書 
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協定 その他 ３ 災害時における上下水道の応急復旧等に関する協定書 

（三多摩管工事組合小金井市部桜水会） 

文書管理機関名：市環境部 本編該当頁：第 2 部 p174-175 

 

 

災害時における上下水道の応急復旧等に関する協定書 
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６番３号 

小金井支部桜水会 
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資料 465 

協定 その他 ４ 災害時における応急対策活動の協力に関する協定書 

（小金井建設協会） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 p230 

 

 

災害時における応急対策活動の協力に関する協定書 

 

 （目的） 

第１条 この協定は、小金井市内に地震、風水害その他の災害（以下「災害」という。）が発生し

た場合に、小金井市地域防災計画に基づく民間協力の一環として、小金井市（以下「甲」とい

う。）と小金井建設協会（以下「乙」という。）との間に災害時における応急対策活動の協力に

ついて、必要な事項を定めるものとする。 

 （協力の要請） 

第２条 甲は、小金井市内に災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、乙に対して応急

対策活動の協力を要請することができる。 

２ 甲は、乙に対して要請するいとまがないときは、直接乙の会員に要請することができる。 

 （要請の内容） 

第３条 甲は乙に災害の状況、場所、活動内容、出動を希望する人員及び資機材等必要な事項を

連絡するものとする。 

 （応急対策活動） 

第４条 甲の要請により災害現場に出動した乙の会員は、甲の現場責任者の指示に従い応急対策

活動に従事するものとする。 

２ 応急対策活動の円滑な実施を図るための緊急資機材の管理については、甲乙双方において、

別途協議して定める。 

 （報告） 

第５条 乙は、応急対策活動終了後、直ちに活動状況の概要を甲に報告するものとする。 

 （経費の負担） 

第６条 乙の応急対策活動に要した経費は、原則として甲の負担とする。ただし、応急対策活動

の内容により、別途協議するものとする。 

 （経費の請求） 

第７条 乙は、甲の要請により行った応急対策活動に要した経費を請求するときは、明細書を添

付しなければならない。 

 （損害の負担） 

第８条 応急対策活動の実施に伴い、第三者に損害等を与えた場合の賠償の責は、乙又は乙の会

員に故意又は重大な過失がある場合を除き甲の負担とする。 

 （応急対策活動従事者の損害補償） 

第９条 甲は、乙に属する会員のうち、甲の指示した応急対策活動に従事していた者が負傷し、

もしくは疾病にかかり、又は死亡した場合は、東京都市町村消防団員等公務災害補償条例（昭

和６３年組合条例第１９号）の規定に基づき、これを補償する。 
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 （連絡調整） 

第１０条 この協定事項が円滑に実施されるよう、甲と乙は、それぞれ連絡責任者を定め、必要

に応じて連絡調整を行うものとする。 

２ 前項の連絡責任者は、甲においては都市整備部道路管理課長を、乙においては小金井建設協

会会長をもって充てる。 

 （協議） 

第１１条 この協定書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、決定する

ものとする。 

 （有効期間） 

第１２条 この協定の有効期間は、平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日までとする。

ただし、期限終了の日の３か月前までに、甲乙に何らの意思表示がないときは、１年間延長さ

れたものとみなし、以降、この例によるものとする。 

 

 甲と乙は、この協定を証するため、本書２通を作成し、それぞれ記名押印の上、各１通を保管

するものとする。 

 

   平成２１年３月３０日 

 

           甲  小金井市本町六丁目６番３号 

              小金井市 

               代表者  小金井市長   稲 葉 孝 彦 

 

 

           乙  小金井市東町四丁目１６番２６号 

              小金井建設協会 

               代表者  会 長   金 澤 昭 

 



協定 その他 ５ 災害時における理容サービス業務の提供に関する協定書（東京都理容生活衛生同業組合小金

井支部） 
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協定 その他 ５ 災害時における理容サービス業務の提供に関する協定書 

（東京都理容生活衛生同業組合小金井支部） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 p230 

 

 

災害時における理容サービス業務の提供に関する協定書 

 

 小金井市（以下「甲」という。）と東京都理容生活衛生同業組合小金井支部（以下「乙」という。）

は、災害時における理容サービス業務の提供に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、災害時における衛生活動に関する協力体制を確立し、小金井市民の安定し

た生活確保に資することを目的とする。 

（協力内容） 

第２条 乙の協力業務の内容は、次のとおりとする。 

 ⑴ 災害時における理容の実施 

 ⑵ 理容活動に必要な資器材及び消耗品の提供 

（協力要請） 

第３条 甲は、前条における協力を必要とする場合は活動協力要請書（様式）を乙に提出するも

のとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭により要請をすることができるものとし、その場

合は後日、速やかに活動協力要請書を提出することとする。 

（協力） 

第４条 乙は、前条による要請を受けた場合は、特別な事由がない限り、本協定の内容に従い、

業務を実施するものとする。 

（連絡窓口） 

第５条 この協定事項が円滑に実施されるよう、甲及び乙は、それぞれ連絡責任者を定め、必要

に応じて連絡調整を行うものとする。 

２ 前項の連絡責任者は、甲においては福祉保健部庶務担当課長を、乙においては東京都理容生

活衛生同業組合小金井支部長をもって充てる。 

（理容料） 

第６条 この協定に基づいて乙が実施する理容に係る料金は、無料とする。 

（費用負担） 

第７条 乙が提供した資器材及び消耗品に係る費用については、甲が負担する。この場合の価格

は、当該災害の発生直前の価格とする。 

（損害補償） 

第８条 甲の要請に基づく第２条各号の協力業務実施中において、乙の当該業務従事者が損害を

受けた場合の補償は、ボランティア保険によるものとする。 

２ 前項の保険の加入に係る費用については、甲が負担するものとする。 

  



協定 その他 ５ 災害時における理容サービス業務の提供に関する協定書（東京都理容生活衛生同業組合小金

井支部） 
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（協定期間） 

第９条 この協定の有効期間は、平成２０年２月２５日から平成２１年２月２４日までとする。

ただし、期間満了の３か月前までに、甲乙に何らの意思表示がないときは、１年間延長された

ものとみなし、以降この例によるものとする。 

（協議） 

第１０条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈に疑義が生じたときは、甲乙協議の上、

決定する。 

 

 上記協定締結の証として、本協定書を２通作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ１通を保有す

るものとする。 

 

  平成２０年２月２５日 

 

          甲 小金井市 

                小金井市長   稲 葉 孝 彦 

 

          乙 東京都理容生活衛生同業組合小金井支部 

                支部長     塚 本 重 雄 
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様式（第３条関係） 

  年  月  日  

活動協力要請書 

 

 東京都理容生活衛生同業組合 

  小金井支部長       様 

小金井市長           

 

 

 災害時における理容サービス業務の提供に関する協定に基づき、下記のとおり協力を要請しま

す。 

 

記 

 

業務内容 

 

日 時 

年   月   日   時から 

 

年   月   日   時まで 

場 所 

 

そ の 他 

 

 

公印 



協定 その他 ６ 災害時におけるボランティア活動支援に関する協定書（社会福祉法人 小金井市社会福祉協

議会） 

資料 470 

協定 その他 ６ 災害時におけるボランティア活動支援に関する協定書 

（社会福祉法人 小金井市社会福祉協議会） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 p80, p230 

 

 

災害時におけるボランティア活動支援に関する協定書 

 

小金井市（以下「甲」という。）と社会福祉法人小金井市社会福祉協議会（以下「乙」という。）と

の間において、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、小金井市内に地震、その他の災害が発生した場合（以下「災害時」とい

う。）において、甲と乙が、小金井市地域防災計画（以下「防災計画」という。）に基づき、効

果的な災害ボランティア活動に関する支援が行えるよう相互に連携し、もって被災者等の生活

の早期安定を図ることを目的とする。 

（情報の収集・提供） 

第２条 甲と乙は、災害時において、連携して災害ボランティアに関する情報を収集し、市民等

に対して迅速かつ的確な情報を提供することとする。 

２ 甲と乙は、連携して市民及び関係機関等からの災害ボランティア活動に関する問い合わせ及

び相談に応ずることとする。 

３ 甲と乙は、平常時から災害ボランティア活動についての情報交換を行うなど、災害時に迅速

かつ円滑な連携・協力体制がとれるよう努めるものとする。 

（災害ボランティアセンターの開設・運営） 

第３条 甲は、災害時において、防災計画に基づき、災害ボランティアセンターを開設する。 

２ 乙は、甲の要請に基づき、甲が開設する災害ボランティアセンターに、ボランティアの受入

れや紹介等の調整を行うコーディネーターを派遣する。 

（人材育成） 

第４条 乙は、コーディネーターとなる人材を育成し、その質の向上に努め、甲は、乙に対し必

要な協力をすることとする。 

２ 乙は、甲の実施する総合防災訓練等に積極的に参加するとともに、職員等の防災意識の向上

に努めることとする。 

（関係機関等との協力体制） 

第５条 乙は、東京ボランティア・市民活動センター及び区市町村ボランティアセンターとのネ

ットワークを構築するとともに、他のボランティア活動を支援する組織や関係機関等と連携を

強化し、災害時における協力体制の整備に努めるものとする。 

２ 甲は、前項の体制づくりに関し、必要な範囲で支援するものとする。 

（資機材等の確保） 

第６条 甲は、災害時に必要な資機材等を、乙と協議の上準備するものとする。 
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（費用負担） 

第７条 甲の要請に基づき、乙が実施した協力業務の費用については、甲が必要と認めたものに

ついては、甲が負担するものとする。 

２ 乙は、業務終了後、当該業務に要した費用を、甲に請求するものとする。 

（損害補償） 

第８条 甲の要請に基づき、災害時にボランティア活動にかかわるボランティアコーディネータ

ーへの損害補償は、ボランティア保険によるものとする。 

２ 前項の保険の費用については、甲が負担するものとする。 

（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項又は、この協定に関して疑義が生じたときは、その都度、甲

乙協議の上決定する。 

（有効期間） 

第１０条 この協定の有効期間は、平成１７年８月９日から平成１８年３月３１日までとする。

ただし、期限終了の日の３か月前までに、甲乙になんらの意思表示がないときは、１年間延長

されたものとみなし、以降、この例によるものとする。 

   

 上記、協定締結の証として、本協定書を２通作成し、甲乙署名押印の上、それぞれ１通を保有

するものとする。 

 

  平成１７年８月９日 

          

          甲 小金井市本町六丁目６番３号 

            小金井市 

            代表者 小金井市長 

 

          乙 小金井市中町四丁目１５番１４号 

            社会福祉法人小金井市社会福祉協議会 

            代表者 会長 

 



協定 その他 ７ 災害時における相互協力に関する覚書（小金井郵便局） 
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協定 その他 ７ 災害時における相互協力に関する覚書（小金井郵便局） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 p230 

 

 

災害時における相互協力に関する覚書 

 

小金井市長（以下「甲」という。）と小金井郵便局長（以下「乙」という。）は、小金井市内に発

生した地震その他による災害時において、甲及び乙が相互に協力し、必要な対応を円滑に遂行す

るために、次のとおり覚書を締結する。 

 

（用語の定義） 

第１条 この覚書において「災害」とは、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条

第１号に定める被害をいう。 

 

（協力要請） 

第２条 甲及び乙は、小金井市内に災害が発生し、次の事項について必要が生じた場合は、相互

に協力を要請することができる。 

⑴ 乙が所有する車両を緊急連絡用車両等として提供すること。 

⑵ 乙が所有し、又は管理する施設及び用地を避難場所、物資集積場所等として提供すること。 

⑶ 甲が所有し、又は管理する施設及び用地を提供すること。 

⑷ 被災市民の避難先及び被災状況の情報を相互に提供すること。 

⑸ 避難場所に臨時の郵便差出箱を設置すること。 

⑹ 災害救助法適用時における郵便、為替貯金、簡易保険の郵政事業にかかわる災害特別事務

取扱いをすること。 

⑺ その他前記各号に定めのない事項で、協力できること。 

 

(協力の実施) 

第３条 甲及び乙は、前条の規定による要請を受けたときは、その緊急性に鑑み、可能な範囲内

において、これに協力するものとする。 

 

（経費の負担） 

第４条 第２条に規定する協力要請に対して、協力した者が要した経費については、法令その他

に別段の定めがあるものを除くほか、適正な方法により算出した金額を、要請した者が負担す

る。 

２ 前項の負担につき疑義が生じたときは、甲及び乙が協議し、負担すべき額を決定する。 

 

（災害情報連絡体制の整備） 

第５条 甲及び乙は、安否情報等の連絡体制を整備するため、その方策について協議するものと

する。 
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（情報の交換） 

第６条 甲及び乙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報の交換を

行う。 

 

（連絡責任者） 

第 7 条 この覚書に関する連絡責任者は、甲においては、小金井市総務部総務課防災消防担当課

長、乙においては小金井郵便局総務課長とする。 

 

第８条 この覚書に定めのない事項及びこの覚書に関し疑義が生じた場合は、両者が協議し決定

する。 

 

第 9 条 この覚書の有効期間は、平成１１年１０月４日から平成１２年３月３１日までとする。

ただし、期間満了の２か月前までに、甲又は乙から書面による解約の申出がないときは、なお

１年間効力を有するものとする。 

以後の場合も同様とする。 

 

上記の覚書の有効締結の証とするため、この書面２通を作成し、甲乙が記名押印のうえ、各自

その一通を保有する。 

 

平成１１年１０月４日 

 

甲 小金井市本町六丁目６番３号 

                  小 金 井 市 長  稲 葉 孝 彦 

 

乙 小金井市本町五丁目３８番２０号 

                  小金井郵便局長  小 久 保 幸 子 
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協定 その他 ８ 大規模地震等の災害発生時における初動体制にかかわる協定

書（小金井市スカウト協議会） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 p230 

 

 

大規模地震等の災害発生時における初動体制にかかわる協定書 

 

大規模地震等の災害発生時における初動体制の確保と、被災市民の救援、復興をするために、

小金井市（以下「甲」という。）と小金井市スカウト協議会（以下「乙」という。）の間において、

下記のとおり協定する。 

記 

（総則） 

第１条 大規模地震等の災害発生時に甲と乙は、相互支援体制を形成し維持し、被災市民の早期

自立と市民生活の復興を促進するための支援をする。 

また乙にあっては初動体制確立のために甲の災害対策本部に協力する。 

 

（物的支援） 

第２条 大規模地震等の災害発生時に、乙は乙の所有するマーキーテント、炊飯器具等の非常用

資機材を、市保有資機材の補完資機材として甲の災害対策本部の使用に供する。 

 

（人的支援） 

第３条 大規模地震等の災害発生時に、乙は日頃訓練した専門知識を生かし、被災市民救援のた

めに、甲の災害対策本部に協力する。 

 

（資機材の収納場所） 

第４条 甲は、乙の所有する資機材の収納場所として、可能な限り防災倉庫等の一部を提供し、

非常事態の発生に備える。 

２ 乙は、資機材を効率的に収納するために、棚等を設置し整備する。 

 

（収納場所の運用） 

第５条 乙は、各団がキャンプ等で当該資機材を使用するため収納場所の出入りをする時は、収

納場所の管理人に届出るものとする。 

２ 収納場所の鍵は、甲、乙各々所有する。 

 

（損害補償） 

第６条 救援活動に従事した者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかったときは、

東京都市町村消防団員等公務災害補償条例の規定に基づき、甲が補償するものとする。 
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（協議事項） 

第 7条 この協定書に定めのない事項は、必要に応じて、甲、乙協議して定めるものとする。 

 

平成８年３月２１日  

 

甲 小金井市 

代表者 小金井市長  大 久 保 慎 七 

         

乙 小金井市スカウト協議会 

           代表者 会   長  井 上   惠 右 
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協定 その他 ９ 地域貢献型広告に関する協定書 

（東電タウンプランニング株式会社） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 p349 

 

 

地域貢献型広告に関する協定書 

 

 

 小金井市（以下「甲」という。）と東電タウンプランニング株式会社多摩総支社（以下「乙」と

いう。）とは、小金井市内における地域貢献型広告の掲出について、甲と乙の協力に関し、次の条

項により協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、小金井市内の電柱等における地域貢献型広告の掲出により、市民に対し、

地域に必要な公共的情報を発信することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

⑴ 地域貢献型広告 乙の実施している電柱広告事業において、民間企業等の電柱広告（巻広

告）と併せて地域の公共的情報を記載するものをいう。 

⑵ 公共的情報 防災関係、防犯関係、公共施設案内、観光名所等の情報をいう。 

⑶ 広告主 この協定の目的に賛同する民間企業等をいう。 

（公共的情報などの情報提供） 

第３条 甲は、地域貢献型広告（以下、「広告」という。）の掲出のために必要な情報を乙に提供

し、この協定の目的の実現に必要な指導及び協力を行うものとする。 

（乙の業務） 

第４条 乙は、次に掲げる事項を誠実に実行するものとする。 

⑴ 広告主を募り、広告の掲出に必要な一切の手続を行うこと。 

⑵ 掲出された広告に関する維持管理及び住民からの申出等に対しての対応を行うこと。 

⑶ 広告の掲出状況につき、甲の求めるときに報告を行うこと。 

⑷ 広告を新規に掲出するときは、甲と事前に協議を行うこと。 

⑸ 公共的情報の内容に変更又は削除があった場合には、必要な修正を行うこと。 

（広告の仕様） 

第５条 広告に記載する公共的情報の表示は、甲と乙協議の上決定することを原則とする。 

（広告の範囲） 

第６条 乙は、次の各号のいずれかに該当する広告は、掲出しない。 

⑴ 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの 

⑵ 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの 

⑶ 政治性のあるもの 
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⑷ 宗教性のあるもの 

⑸ 社会問題、意見広告又は個人宣伝に係るもの 

⑹ 美観風致を害するもの又はそのおそれがあるもの 

⑺ 公衆に不快の念もしくは危害を与えるもの又はそのおそれがあるもの 

⑻ その他甲が不適当であると認めるもの 

（経費等） 

第７条 広告の掲出に当たり、必要な一切の経費等は、乙及び広告主が負担し、甲はその一切を

負担しないものとする。 

（協議） 

第８条 この協定の実施に関し必要となる事項及び協定に定めのない事項並びに協定の解釈に疑

義が生じた場合については、甲と乙協議の上決定する。 

（有効期限） 

第９条 この協定は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協

定終了の通知をしない限り、その効力は持続するものとする。 

 

この協定の成立を証するため、本協定書２通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、その１通

を所有するものとする。 

 

 

  平成２８年４月１日 

 

        甲  東京都小金井市本町六丁目６番３号 

           小金井市      

小金井市長    

 

 

        乙  東京都八王子市明神町三丁目１番７号 ＮＴＢ八王子ビル 

東電タウンプランニング株式会社 

             多摩総支社長   
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協定 その他 １０ 災害時における無人航空機を活用した支援活動等に関する

協定書（NPO 法人クライシスマッパーズ・ジャパン） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 p230 

 

 

災害時における無人航空機を活用した支援活動等に関する協定書 

 

 

小金井市（以下「甲」という。）と NPO 法人クライシスマッパーズ・ジャパン（以下「乙」とい

う。）とは、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１号に規定する災害等が甲の

区域内に発生したときに備え、相互の協力体制に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（協定の趣旨） 

第１条 この協定は、甲の区域内において災害等が発生したときに備え、平時から相互に協力し

て調査研究を行うとともに、発災時に実施する乙による支援活動について、必要な事項を定め

るものとする。 

（調査研究等の実施） 

第２条 甲乙は、平常時から災害に備えた調査研究を実施し、相互に情報交換するとともに、訓

練等の具体の活動を行うものとする。 

（支援活動の実施） 

第３条 乙は、発災時に緊急に支援活動が必要であると認められるときは、航空法施行規則（昭

和２７年運輸省令第５６号）第２３６条の７に規定する国若しくは地方公共団体又はこれらの

者の依頼により捜索若しくは救助を行う者として、自主的な判断に基づき、次の各号に掲げる

支援活動（以下「支援活動」という。）を行うものとする。 

（１） 無人航空機（ドローン）による被災状況の調査 

（２） 無人航空機（ドローン）により撮影した情報の甲への提供 

（３） 第１号に掲げる調査により把握した被災状況を反映した地図の作成 

（４） 前号の定めにより作成した地図データの甲への提供及びインターネット上での公開 

（５） 前各号に定めるもののほか、甲乙協議の上定める事項 

２ 甲は、乙が支援活動を遅滞なく行えるよう、平常時から可能な範囲で協力をするものとする。 

（連絡窓口） 

第４条 甲乙は、災害等が発生したときに必要な情報等を相互に提供することにより支援活動の

円滑な運営を図るため、平時から甲乙互いに連絡担当を定めるものとする。 

（経費の負担） 

第５条 第３条各号に掲げる活動に要する経費の負担は、法令その他特別に定めがあるものを除

くほか、原則として乙の負担とする。 

２ 前項の規定により、甲乙ともに経費の負担が判断しがたいときは、その都度甲乙協議して定

めるものとする。 
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（災害補償等） 

第６条 乙がその調査研究・支援活動により負傷、疾病又は死亡した場合における災害補償につ

いては、乙が負担する。 

２ 乙が調査研究・支援活動中に第三者に損害を与えた場合には、乙がその損害の賠償に要する

費用を負担する。 

（防災訓練への参加） 

第７条 乙は、甲の要請に基づき、甲が行う防災訓練等に対し、必要な協力を行うものとする。 

（協定の期間） 

第８条 この協定の有効期間は、協定締結の日から１年間とする。ただし、期間満了の３か月前

までに、甲乙いずれからも何ら意思表示がないときは、期間満了の翌日からさらに１年間この

協定は更新されたものとみなし、その後もまた同様とする。 

（その他） 

第９条 この協定の実施に関し、必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協

議のうえ定めるものとする。 

 

 この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自その

１通を保有するものとする。 

 

 

  平成３０年４月２５日 

 

               甲 東京都小金井市本町六丁目６番３号 

                 小金井市 

                 小金井市長  

 

 

 

乙 東京都調布市国領町三丁目４番４１号 

                 NPO 法人クライシスマッパーズ・ジャパン 

                 理 事 長  
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協定 その他 １１ 災害時における地図製品等の供給等に関する協定書 

（株式会社ゼンリン） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 p230 

 

災害時における地図製品等の供給等に関する協定書 

 

小金井市（以下「甲」という。）と株式会社ゼンリン（以下「乙」という。）とは、第１条第(1)

号に定める災害時において、乙が、乙の地図製品等（第２条に定義される）を甲に供給すること

等について、以下のとおり本協定を締結する。 

 

（目 的） 

第１条 本協定は、以下各号の事項を目的とする。 

(1) 甲の区域内で災害対策基本法第２条第１号に定める災害が発生し、又はそのおそれがある

場合において、甲が災害対策基本法第 23 条の２に基づく災害対策本部（以下「災害対策本部」

という。）を設置したときの、乙の地図製品等の供給及び利用等に関し必要な事項を定めるこ

と。 

(2) 甲乙間の平常時からの防災に関する情報交換を通じ、甲及び乙が連携して、防災・減災に

寄与する地図の作成を検討・推進することにより、市民生活における防災力の向上に努める

こと。 

（定 義） 

第２条 本協定において以下の用語はそれぞれ以下の意味を有するものとする。 

(1) 「住宅地図」とは、小金井市全域を収録した乙の住宅地図帳を意味するものとする。 

(2) 「広域図」とは、小金井市全域を収録した乙の広域地図を意味するものとする。 

(3) 「ZNET TOWN」とは、乙の住宅地図インターネット配信サービス「ZNET TOWN」を意味する

ものとする。 

(4) 「ID 等」とは、ZNET TOWN を利用するための認証 ID 及びパスワードを意味するものとす

る。 

(5) 「地図製品等」とは、住宅地図、広域図及び ZNET TOWN の総称を意味するものとする。 

（地図製品等の供給の要請等） 

第３条 乙は、甲が災害対策本部を設置したときは、甲からの要請に基づき、可能な範囲で地図

製品等を供給するものとする。 

２ 甲は、地図製品等の供給を求めるときは、別途定める物資供給要請書（以下「要請書」とい

う。）を乙に提出するものとする。但し、緊急を要する場合は、甲は、電話等により乙に対して

要請できるものとし、事後、速やかに要請書を提出するものとする。 

３ 乙は、地図製品等を供給するときは、甲に、別途定める物資供給報告書を提出するものとす

る。 

４ 本条に基づく地図製品等の供給にかかる代金及び費用は、次のとおりとする。 

(1) 乙が供給した地図製品等の代金は、別途甲乙が合意した場合を除き有償とする。 

(2) 地図製品等の搬送にかかる費用は、乙が負担するものとする。 

（地図製品等の貸与及び保管） 

第４条 乙は、第３条第１項の規定に基づく地図製品等の供給とは別途、本協定締結後、甲乙別

途定める時期、方法により乙が別途定める数量の住宅地図、広域図及び ID 等を甲に貸与するも

のとする。なお、当該貸与にかかる対価については無償とする。 

２ 甲は、前項に基づき乙が貸与した住宅地図、広域図及び ID 等を甲の事務所内において、善良

なる管理者の注意義務をもって保管・管理するものとする。なお、乙が、住宅地図及び広域図
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の更新版を発行したときは、乙は、甲が保管している旧版の住宅地図及び広域図について、甲

から当該住宅地図及び広域図を引き取りかつ更新版と差し替えることができるものとする。 

３ 乙は、必要に応じ、甲に対して事前に通知したうえで、甲による地図製品等の保管・管理状

況等を確認することができるものとする。 

（地図製品等の利用等） 

第５条 甲は、第１条第(1)号に基づき災害対策本部を設置したときは、災害応急対策、災害復旧・

復興にかかる資料として、第３条又は第４条に基づき乙から供給又は貸与された地図製品等に

つき、以下各号に定める利用を行うことができるものとする。 

(1) 災害対策本部設置期間中の閲覧 

(2) 災害対策本部設置期間中、甲乙間で別途協議のうえ定める期間及び条件の範囲内での複製 

２ 甲は、前項に基づき住宅地図の利用を開始したときは、速やかに別途定める乙の報告先に報

告するものとする。また、当該住宅地図の利用を終了したときは、速やかに従前の保管場所に

て保管・管理するものとする。 

３ 甲は、第１項にかかわらず、災害時以外の平常時において、防災業務を目的として、甲の当

該防災業務を統括する部署内において、広域図及び ZNET TOWN を利用することができるものと

する。なお、甲は、本項に基づき広域図を複製利用する場合は、別途乙の許諾を得るものとし、

ZNET TOWN を利用する場合は、本協定添付別紙の ZNET TOWN 利用約款に記載の条件に従うもの

とする。 

（情報交換） 

第６条 甲及び乙は、平常時から防災に関する情報交換を行うとともに、相互の連携体制を整備

し、災害時に備えるものとする。 

（有効期間） 

第７条 本協定の有効期間は、本協定末尾記載の締結日から１年間とする。但し、当該有効期間

満了の３ヶ月前までに当事者の一方から相手方に対し書面による別段の意思表示がない限り、

本協定は更に１年間同一条件にて更新されるものとし、以後も同様とする。 

（協 議） 

第８条 甲乙間で本協定の解釈その他につき疑義又は紛争が生じた場合には、両当事者は誠意を

もって協議し解決に努めるものとする。 

 

 

以上、本協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ各１通を

保有する。 

 

 

平成３１年４月１日 

 

甲）東京都小金井市本町六丁目６番３号 

小金井市 

小金井市長   

 

 

乙）東京都千代田区西神田一丁目 1番 1号 

株式会社ゼンリン 東京第一支社 

支社長  
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【添付別紙】 

ZNET TOWN 利用約款 

 

（定 義） 

第１条 本約款で次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定める意味で用いるものとしま

す。 

(1) 「ID 等」 

本サービスを利用するための認証 ID 及びパスワードをいいます。 

(2) 「アクセス権者」 

対象機器を使用する甲の職員であり、かつ、ID 等を使って本システムにアクセスする者をい

います。 

(3) 「対象機器」 

甲の庁内 LAN に接続された端末機器及び庁内業務での利用に限った端末機器をいいます。 

(4) 「本サービス」 

乙がアクセス権者からの要求に応じて本システムから対象機器に対して本データを送信する

サービスをいいます。 

(5) 「本システム」 

本サービスを提供するための乙が第三者に管理・運用を委託する WWW サーバ、回線、周辺機

器等の一連のシステムをいいます。 

(6) 「本データ」 

本サービスにおいて乙から提供される住宅地図データ、道路地図データ、別記データ、一般

種アイコン、その他各種データをいいます。 

（本約款の適用） 

第２条 本約款は、本協定書の内容の一部を構成するものとし、本サービスを甲が利用すること

に関する一切に適用されるものとします。 

（本サービスの内容） 

第３条 乙は、本サービスの内容を任意に、甲に事前通知することなく変更することができるも

のとします。 

（本サービスの中断・中止） 

第４条 乙は、本サービスの改善などの理由により、甲に対する事前の通知なく本サービス内容

の変更、追加、削除を行うことができるものとします。 

２ 乙は、乙の事情により本サービスを中止する場合は、甲に事前に通知するものとします。 

３ 乙は、甲が本約款に違反したときは、事前の催告を要することなく、本サービスの提供を中

止することができるものとします。 

（本データの使用許諾） 

第５条 乙は、甲に対して、本データについて、以下の権利を非独占的に許諾します。 

(1) 対象機器上で閲覧すること。 

(2) 本サービスにおいて予め備えられた機能を用いて、対象機器に PDF 形式でダウンロード

し、当該ダウンロードした対象機器に保存し、当該保存した本データを甲の防災業務内で使

用すること。 
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(3) 本サービスにおいて予め備えられた機能を用いて、前号所定の対象機器が設置された部署

内における防災業務の目的において紙媒体に印刷出力すること（本号に基づき印刷出力した

本データを以下「印刷地図」という。）。 

（甲の遵守事項） 

第６条 甲は、以下の事項を遵守するものとします。 

(1) アクセス権者に限り、乙に本データの送信を求めさせること。 

(2) ID 等を、善良なる管理者の注意をもって保管・管理するものとし、第三者に使用又は利用

させないこと。 

(3) 乙の指定する利用環境を確保・維持すること。 

(4) 本条第(1)号のために、アクセス権者の認証にあたり、その仕組み、システム等について

現時点で取り得る技術的な対応等必要な措置を講ずること。 

(5) 本約款で明示的に許諾される場合を除き、本データの一部でも複製、加工、改変、出力、

抽出、転記、送信その他の使用及び利用をしないこと。 

(6) 本約款で明示的に許諾される場合を除き、本データ（形態の如何を問わず、その全部又は

一部の複製物、出力物、抽出物その他の利用物を含む。）の一部でも有償無償を問わず、又は

譲渡・使用許諾、送信その他いかなる方法によっても第三者に使用させないこと。 

(7) 本データを印刷出力するにあたり以下の事項を遵守すること。但し、事前に乙の許諾を得

た場合はこの限りではないものとします。 

ア 印刷地図を第５条第(3)号所定の目的以外の目的で使用又は利用しないこと。 

イ 乙の指定する著作権表示等を印刷地図上に表示させること。 

ウ 印刷地図を製本、冊子、ファイリング等のまとめた形態又は印刷地図同士を貼り合わせた形

態にして使用及び利用しないこと。 

エ 印刷地図を第三者に配布しないこと。 

オ 印刷地図のサイズは A３判以下とすること。 

(8) 本サービスの利用状況の記録（対象機器の台数、設置場所、アクセス権者の数等）を作成

し、かつ、乙が要請した場合には、これを閲覧又はコピーさせること。 

（不保証及び免責） 

第７条 乙は、本サービス又は本データが完全性、正確性、非侵害等を有することを保証するも

のではないものとします。 

２ 乙は、甲の本サービスの利用に伴い、甲又は第三者が被った損害について免責されるものと

します。 

（権利の帰属） 

第８条 本サービス及び本データに関する知的財産権は乙又は乙に権利を許諾した第三者に帰属

するものとします。 

（その他） 

第９条 甲は、乙の書面による事前の承諾なくして、本約款に基づく本サービスの利用権を他に

譲渡し又は担保に供してはならないものとします。 

 

以 上 
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協定 その他 １２ 災害時における行政手続の支援活動に関する協定書 

（東京都行政書士会多摩中央支部） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 p230 

 

災害時における行政手続の支援活動に関する協定書 

 

小金井市（以下「甲」という。）と東京都行政書士会多摩中央支部（以下「乙」という。）とは、

災害時における行政手続の支援活動（以下「支援活動」という。）に関し、次のとおり協定を締結

する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、災害時において甲の要請に基づき、乙が甲に協力して実施する支援活動に関

し必要な事項を定めることにより、円滑かつ着実な被災者支援に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 本協定において「災害時」とは、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条

第１号に定める災害が発生したときをいう。 

２ 本協定において、「災害時における行政手続」とは、り災証明書の発行その他災害時において

被災者の生活再建、復旧及び復興のために必要となる行政手続をいう。 

（協力の要請） 

第３条 甲は、災害時において支援活動が必要であると認める場合は、乙に協議を要請するもの

とする。 

２ 前項の要請は、協力要請書（様式第１号。以下「要請書」という。）により行うものとする。

ただし、事態の急迫等要請書によることができない事情がある場合は、口頭、電話、電磁的方

法その他の方法によることができる。 

３ 前項ただし書の場合においては、甲は、事後速やかに要請書を乙に提出するものとする。 

４ 乙は、第１項の要請を受けた場合は、速やかに行政手続支援実施本部（以下「実施本部」と

いう。）を設置し、乙の会員の中から必要な要員を確保するものとする。 

５ 実施本部は、東京都行政書士会多摩中央支部長（以下「支部長」という。）の指揮の下、第６

条に定める支援活動を実施する。 

（支援活動の根拠等） 

第４条 実施本部が実施する支援活動の範囲は、行政書士法（昭和２６年法律第４号）に定める

業務の範囲とする。ただし、第６条第１項第５号に定める場合については、この限りでない。 

２ 実施本部は、支援活動の実施に当たり必要があると認める場合は、他地域の行政書士会もし

くはその支部又は他の専門家の協力を得て支援活動の迅速な実施を図ることができる。 

（当事者間の連絡及び調整） 

第５条 支援活動の実施についての連絡及び調整の責任者は、甲にあっては地域安全課長、乙に

あっては支部長とする。 

２ 前項に定める者に事故又は支障が生じた場合は、甲及び乙においてあらかじめ事務担当者名

簿（様式第２号。以下「担当者名簿」という。）で定める順位に従い、他の担当者がその職務を

代行する。 

３ 乙は、個別の支援活動について甲と協議する事項が生じた場合は、当該事項の担当課（当該

事項を担当するものとして甲において担当者名簿で定める課をいう。）に連絡するものとする。 
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４ 甲及び乙は、本協定締結の日から６０日以内に、最初の担当者名簿を作成し、相手方に提出

するものとする。 

５ 甲及び乙は、変更等があった場合は、遅滞なく、変更後の担当者名簿を作成し、相手方に提

出するものとする。 

（支援活動の内容） 

第６条 実施本部は、支援活動として、次に掲げる事項について相談、手続の代理又は代行その

他援助を実施する。 

⑴ り災証明書の申請その他災害時における申請全般に関すること。 

⑵ 官公署に提出する書類の作成及びその提出手続に関すること。 

⑶ 権利義務・事実証明関係書類の作成に関すること。 

⑷ 前各号のほか行政書士法に定める業務に関すること。 

⑸ 第１号の申請について甲が行う被災者支援業務に関すること。 

２ 前項の支援活動は、小金井市役所及びその他の甲と協議して定める場所において実施するも

のとする。 

（支援活動の広報） 

第７条 甲は、災害時において乙に協力を要請する際には、支援活動の実施場所及び支援活動の

内容について広報に努めるものとする。 

（支援活動の対価） 

第８条 実施本部は、支援活動の実施について、被災者から一切の対価を受けない。 

（費用の負担） 

第９条 甲は、乙からの支援活動の報告を受け、乙が当該活動に要した実費相当の経費について

負担するものとする。 

（協議） 

第１０条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項は、その都度、甲乙協議して定める

ものとする。 

（有効期間） 

第１１条 この協定の有効期間は、令和２年３月３１日までとする。ただし、期間満了の日の３

か月前までに甲乙いずれからも解除又は変更の申出がないときは１年間延長されたものとみな

し、以後この例によるものとする。 

 

甲と乙は、この協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上各自１通を保有する。  

 

令和元年７月１０日 

 

            甲  小金井市本町六丁目６番３号 

               小金井市 

                小金井市長 

 

 

            乙  小金井市本町六丁目１０番３－１１０号 

               東京都行政書士会多摩中央支部 

                支部長 
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様式第１号（第３条関係） 

  年  月  日 

 

  東京都行政書士会多摩中央支部 

  支部長       様 

                             小金井市長             

 

協 力 要 請 書 

 

 災害時における行政手続の支援活動に関する協定書第３条に基づき、下記のとおり支援活動

の実施を要請します。 

 

記 

 

要請担当者 所属 職名 

氏名 電話     － 

要請日時      年   月   日（  ） 

午後・午前   時   分 

要請内容  

場所  

人数  

期間  

備考  
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様式第２号（第５条関係） 

事 務 担 当 者 名 簿 

  年 月 日現在 

【小金井市】 

⑴ 連絡及び調整の責任者 
 責任者 副責任者 

役職・氏名   

電話番号   

ＦＡＸ番号   

⑵ 各事項の担当課 

ア り災証明書に関する事項 

 責任者 副責任者 

役職・氏名   

電話番号   

ＦＡＸ番号   

イ 生活再建相談に関する事項 

 責任者 副責任者 

役職・氏名   

電話番号   

ＦＡＸ番号   

ウ 医療救援所に関する事項 

 責任者 副責任者 

役職・氏名   

電話番号   

ＦＡＸ番号   

 

【東京都行政書士会多摩中央支部】 

連絡及び調整の責任者 

 責任者 副責任者 

役職・氏名   

電話番号   

ＦＡＸ番号   
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協定 その他 １３ 建築関係専門技術者による応急対策活動に関する協定 

（東京建築士会多摩ブロック南部支部） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 p422-423, p447 

 

 

建築関係専門技術者による応急対策活動に関する協定 

 

 小金井市を「甲」とし、東京建築士会多摩ブロック南部支部を「乙」として、甲乙間において次

のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、地震等により小金井市に大規模な災害が発生した場合に、甲から乙に対し、

支援協力を要請し、被災建築物等に対する緊急・応急対策を円滑に進めることを目的とする。 

（支援協力の業務内容） 

第２条 甲が乙に支援協力を要請する業務は、次のとおりとする。 

⑴ 被災建築物の応急危険度判定 

⑵ 被災宅地の応急危険度判定 

⑶ 家屋・住家被害状況調査 

⑷ 一般被災住宅の応急修理 

⑸ 以上の業務の補助又はこれに準ずる業務 

⑹ 被災住宅等の再建・修理等土地建物に係る相談業務 

⑺ 発災直後のそれぞれの市内居住地、市内勤務地及び周辺の被災状況の通報 

⑻ その他甲が必要と認める業務 

（業務の要請） 

第３条 甲が乙に対し、第２条の業務について支援協力を要請する場合は、業務内容、支援活動

地域、対象建築物等の必要事項を記載した「支援協力要請書」（別記第１号様式）を提出するも

のとする。 

２ 乙は、甲からの前項の規定による要請を受けた場合は、平日、休日及び昼夜にかかわらず直

ちに所属の会員の中から要請に応じられる者を選抜し、甲が指定する場所に派遣する。この場

合において、甲に対し「支援協力要請承諾書」（別記第２号様式）を、業務が完了した場合は「業

務完了報告書」（別記第３号様式）を提出するものとする。ただし、特別な事情により協力がで

きない場合は、その旨を遅滞なく甲に報告する。 

（業務の指示） 

第４条 第２条の業務に係る指示及び連絡調整は、あらかじめ甲の組織内で分担している責任者

が行うものとする。 

（平常時の協力等） 

第５条 甲と乙とは、災害時における本協定の円滑な運用を図るため、平常時から連絡体制を整

備するものとする。 

２ 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する第２条の業務に関わる講習会や訓練会に参
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加するとともに、必要な協力を行う。 

（費用弁償等） 

第６条 乙が甲の要請により行った業務に要した経費や資材の実費は原則として甲が負担する。 

（従事者の災害補償） 

第７条 甲は、甲の要請によりこの協定に基づく業務に従事したものが、その者の責めに帰する

ことのできない理由により死亡又は負傷等した場合は、東京都防災ボランティアに関する要綱

（東京都総務局）及び東京都市町村消防団員等公務災害補償条例（昭和６３年東京市町村総合

事務組合条例第１９号）の規定の限度において補償するものとする。 

（有効期間） 

第８条 この協定の有効期限は、協定の締結日から令和３年３月３１日までとする。ただし、有

効期間満了の６０日前までに、甲乙いずれかが協定の解除又は変更を申し出ないときは、有効

期間が１年間延長されたものとみなし、その後もまた同様とする。 

（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施について疑義が生じたときは、その都度

甲乙協議の上、決定する。 

 

 

本協定の締結の証として、本協定書２通を作成し、それぞれ記名押印の上、その１通を保有す

る。 

 

 

令和２年７月１日 

 

甲      東京都小金井市本町六丁目６番３号          

小金井市                      

代表者 小金井市長                 

 

 

                    

 

 

乙      東京都稲城市向陽台三丁目２７番１４号          

東京建築士会多摩ブロック南部支部          

代表者 支部長                      
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協定 その他 １４ 避難場所となる都立公園等における連携協力に関する基本

協定書（東京都） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 p355 
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協定 その他 １５ 都立小金井公園における連携協力に関する確認書 

          （公益財団法人東京都公園協会） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 p355 
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協定 その他 １６ 災害時における相互連携に関する基本協定 

         （東京電力パワーグリッド株式会社武蔵野支社） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 p263 

 

 

災害時における相互連携に関する基本協定 

 

 

小金井市（以下「甲」という。）と東京電力パワーグリッド株式会社武蔵野支社（以下「乙」と

いう。）は、自然災害に伴い所管施設に被害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、

早期の復旧を実現するため甲及び乙における相互協力に関し、次のとおり協定（以下「本協定」

という。）を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、災害時における、甲及び乙の協力関係構築に資する事項を定め、地域の防災

力を高めることを目的とする。 

 

（連絡体制） 

第２条 甲及び乙は、災害時の連携を図るため、直通電話の設置等、連絡体制を確立する。 

２ 甲及び乙は、甲乙協議の上、甲又は乙の職員を互いに派遣できるものとする。 

 

（災害時の情報連携） 

第３条 甲及び乙は、災害時、次に掲げるとおり情報を相互に提供する。 

（１） 甲は乙に対し、復旧を優先すべき重要施設（ライフラインの迅速な復旧が求められる

病院等）のリストを作成し、更新の都度随時提供 

（２） 甲は乙に対し、住民が避難している地域、避難所の情報を提供 

（３） 乙は甲に対し、所管施設の被害状況、停電の発生状況、復旧見込等、停電に関連する

体制確保状況などの情報を提供 

（４） 甲及び乙は、それぞれが知り得た道路陥没、水没、土砂崩落、樹木倒壊等による道路寸

断の情報、道路復旧の状況を共有 

 

（災害時の相互協力） 

第４条 甲及び乙は、災害時、次に掲げる事項について自ら行う業務に支障のない範囲において

相互に協力する。 

（１） 電力の復旧に支障となる障害物等の除去や応急措置の実施 

（２） 乙が所有する電力設備が甲の施設の支障となっている場合の除去作業 

（３） 甲及び乙が所有する施設や駐車場等の利用 

 （４） 住民への停電情報等の周知のため、甲の広報手段の利用 

 



協定 その他 １６ 災害時における相互連携に関する基本協定（東京電力パワーグリッド株式会社武蔵野支社） 

資料 495 

（覚書の締結） 

第５条 甲及び乙は、本協定各条に定める甲及び乙の役割や具体的な実施事項、相互利用する施

設等について、別に覚書等を締結し定めるものとする。 

 

（秘密保持） 

第６条 甲及び乙は、本協定に基づく活動を通じて知り得た秘密情報を他人に開示し、又は漏え

いしてはならない。 

 

（協定期間） 

第７条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から令和３年３月３１日までとする。ただし、期

間が満了する１か月前までに、甲又は乙が各相手方に対し、特段の意思表示をしない場合

は、本協定は、期間満了の日の翌日から更に１年間同一の条件をもって更新するものとし、

以後も同様とする。 

 

（協議） 

第８条 本協定に関し、定めのない事項又は疑義が生じた場合は、甲乙協議して定めるものとす

る。 

 

本協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自１通を保有す

る。 

 

令和２年１２月２２日 

 

                     東京都小金井市本町六丁目６番３号 

                 甲 小金井市 

                     小金井市長    西岡 真一郎 

 

 

東京都武蔵野市西久保１丁目６番２４号 

乙 東京電力パワーグリッド株式会社 

武蔵野支社支社長  鳥越 千尋              
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協定 その他 １７ 災害時における民間事業者施設の使用等に関する協定書 

          （ＧＥＮ ＨＯＳＴＥＬ株式会社） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 p368 

 

 

災害時における民間事業者施設の使用等に関する協定書 

 

 小金井市（以下「甲」という。）とＧＥＮ ＨＯＳＴＥＬ株式会社（以下「乙」とい

う。）は、災害時におけるＷｉｌｄ Ｃｈｅｒｒｙ Ｂｌｏｓｓｏｍ－ＨＯＳＴＥＬ，

ＴＯＫＹＯ ＫＯＧＡＮＥＩ－（東京都小金井市中町四丁目１５番１４号。以下「本

建物」という。）の使用に関して、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 
第１条 この協定は、甲が、乙の管理する本建物の一部を災害時における国又は他の

自治体からの応援職員及び派遣職員（以下「応援職員等」という。）の宿泊場所並び

に避難者及び市内で発生した火災において自宅に住めなくなった方の一時避難先

として使用することについて必要な事項を定めることを目的とする。 
（協力の要請） 

第２条 甲は、乙に対して、市内に災害等が発生し、又は発生する恐れが生じた場合

の応援職員等の宿泊場所及び避難者の一時避難先並びに火災により住めなくなっ

た方が発生した場合の宿泊先の確保のため、必要な協力を要請することができる。 
２ 乙は、前項の要請を受けたときは、スペースの提供及び人材の活用を図り、可能

な限り甲に協力するものとする。 
（協力の内容） 

第３条 前条に規定する協力の内容は、次のとおりとする。 
⑴ 応援職員等の宿泊施設としての客室の提供 
⑵ 避難者の一時避難先としての客室の提供 
⑶ 火災により自宅に住めなくなった方への客室の提供 
⑷ その他甲乙が協議し、協議が整った事項 
（宿泊施設の使用） 

第４条 甲は、前条の協力を要請するときは、電話等により口頭で行い、後日文書に

より処理するものとする。 
（費用負担） 

第５条 甲及び乙は、第３条の宿泊施設としての客室の使用に係る費用については、

実費弁償を原則として別途協議する。 
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（従事者の損害補償） 
第６条 甲は、甲の要請によりこの協定に基づく業務に従事した者が、その者の責め

に帰することのできない理由により死亡し、又は負傷した場合は、東京都市町村消

防団員等公務災害補償条例（昭和６３年東京市町村総合事務組合条例第１９号）の

規定の限度において補償するものとする。 
（防災訓練） 

第７条 乙は、甲からの要請があったときは、甲の実施する防災訓練に参加し、協力

するものとする。 
（協定期間） 

第８条 本協定の有効期限は、協定締結の日から令和３年３月３１日までとする。た

だし、有効期限満了の１か月前までに甲乙いずれからも申し出がないときは、引き

続き同一条件をもって１年間更新されるものとし、以降も同様とする。 
（協議） 

第９条 本協定の内容に疑義が生じた場合及びこの協定書に定めのない事項につい

ては、甲乙協議の上、決定する。 

 

甲と乙とは、本書２通を作成し、双方押印の上、各１通を保有する。 

 

  令和３年１月２０日 

 

 

            甲  小金井市本町六丁目６番３号 

               小金井市 

                小金井市長 西 岡 真一郎 

 

 

 

            乙  立川市柴崎町三丁目７番１６号 

               ＧＥＮ ＨＯＳＴＥＬ株式会社 

                代表取締役 髙 島  優 
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協定 その他 １８ 災害時における無人航空機を活用した技術提供及び支援活

動等に関する協定書（株式会社フライト） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 p230 

 

 

災害時における無人航空機を活用した技術提供及び 

支援活動等に関する協定書 

 

 

小金井市（以下「甲」という。）と株式会社フライト（以下「乙」という。）とは、災害対策基本

法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１号に規定する災害（以下「災害」という。）が甲の区

域内に発生したときに備え、相互の協力体制に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（協定の趣旨） 

第１条 この協定は、甲の区域内において災害が発生したときに備え、平時から相互に協力して

調査研究を行うとともに、発災時に実施する乙による支援活動について、必要な事項を定める

ものとする。 

（調査研究等の実施） 

第２条 甲乙は、平常時から災害に備えた調査研究を実施し、相互に情報交換するとともに、訓

練等の具体の活動を行うものとする。 

（技術提供） 

第３条 乙は、甲に対し保有技術（特許第６７７２３５７号：無人航空機による点検情報提供シ

ステム）の提供を行う。 

２ 乙における新規の開発技術については、甲に対し前項と同様に提供を行う。 

（支援活動の実施） 

第４条 乙は、発災時に緊急に支援活動が必要であると認められるときは、航空法施行規則（昭

和２７年運輸省令第５６号）第２３６条の９に規定する国若しくは地方公共団体又はこれらの

者の依頼により捜索若しくは救助を行う者として、自主的な判断に基づき、次に掲げる支援活

動（以下「支援活動」という。）を行うものとする。 

⑴ 無人航空機（ドローン）による被災状況の調査 

⑵ 無人航空機（ドローン）により撮影した情報の甲への提供 

⑶ 前各号に定めるもののほか、甲乙協議の上定める事項 

２ 甲は、乙が支援活動を遅滞なく行えるよう、平常時から可能な範囲で協力をするものとする。 

（情報等の使用及び提供の制限） 

第５条 乙は、前条第１項第２号により撮影した情報を、甲の許可がある場合を除き、発災時に

おける支援活動以外の目的に使用し、又は甲以外の者に提供してはならない。 

（連絡窓口） 

第６条 甲乙は、災害が発生したときに必要な情報等を相互に提供することにより支援活動の円

滑な運営を図るため、平時から甲乙互いに連絡担当を定めるものとする。 
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（経費の負担） 

第７条 第３条及び第４条第１項各号に掲げる活動に要する経費の負担は、法令その他特別に定

めがあるものを除くほか、原則として乙の負担とする。 

２ 前項の規定により、甲乙ともに経費の負担が判断し難いときは、その都度甲乙協議して定め

るものとする。 

（災害補償等） 

第８条 乙がその調査研究・支援活動により負傷、疾病又は死亡した場合における災害補償につ

いては、乙が負担する。 

２ 乙が調査研究・支援活動中に第三者に損害を与えた場合には、乙がその損害の賠償に要する

費用を負担する。 

（防災訓練への参加） 

第９条 乙は、甲の要請に基づき、甲が行う防災訓練等に対し、必要な協力を行うものとする。 

（協定の期間） 

第１０条 この協定の有効期間は、協定締結の日から１年間とする。ただし、期間満了の３か月

前までに、甲乙いずれからも何ら意思表示がないときは、期間満了の翌日から更に１年間この

協定は更新されたものとみなし、その後もまた同様とする。 

（その他） 

第１１条 この協定の実施に関し、必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、甲乙

協議の上定めるものとする。 

 

 この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自その

１通を保有するものとする。 

 

 

  令和３年３月１０日 

 

           甲 東京都小金井市本町六丁目６番３号 

             小金井市 

              小金井市長   
  

 

                    
  

 

乙 東京都小金井市東町一丁目８番２１号 

             株式会社フライト 

              代表取締役  
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協定 その他 １９ 災害時における電動車両等の支援に関する協定書 

         （東日本三菱自動車販売株式会社及び三菱自動車工業株式会社） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 p386 

 

 

災害時における電動車両等の支援に関する協定書 

 

 小金井市（以下「甲」という。）、東日本三菱自動車販売株式会社（以下「乙」とい

う。）及び三菱自動車工業株式会社（以下「丙」という。）とは、災害時における電動

車両等の支援に関し次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、小金井市内において災害（異常かつ激甚な非常災害をいう。以

下同じ。）の発生時に、甲、乙及び丙が相互に連携し、円滑な災害応急対策を実施す

ることを目的として、電動車両等の貸与について必要な事項を定めるとともに、平

時においても電動車両の災害の発生時における有用性を広く市民に知らしめ、甲、

乙及び丙が共に理解醸成に努めるものとする。 

（電動車両等の種類） 

第２条 乙が甲に対して貸与する電動車両等は、次に掲げるものとする。 

⑴ 電気自動車 

⑵ プラグインハイブリッド車 

 ⑶ 前２号に掲げるもののほか、自動車からの外部給電に必要な機器 

（貸与の要請） 

第３条 甲は、災害の発生時における応急対策のため、乙が保有する電動車両等（前

条に規定する電動車両等をいう。以下同じ。）の貸与を必要とする場合は、丙に対

し電話等により当該貸与に係る要請を行うものとする。この場合において、当該要

請を受けた丙は、乙が貸与することが可能な電動車両等を確認し、乙と調整の上、

当該要請に係る対応について甲に連絡するものとする。 

２ 前項に規定する連絡を受けた後、甲は、乙に対し、電動車両等の貸与について災

害時における電動車両等の貸与要請書（様式第１号）により要請するものとする。 

３ 乙は、前項の規定により要請があったときは、危険性を考慮し、業務に支障を来

さない範囲で、乙が保有する電動車両等を甲に優先的に貸与するよう努めるものと

する。 

４ 丙は、第２項の規定により甲が要請する電動車両等の種類及び数量等に関し、乙

が保有する電動車両等を貸与することが困難な場合は、電動車両等の確保に努める

ものとする。 
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（電動車両等の引渡し等） 

第４条 乙又は丙は、前条第２項の規定による要請を受け、電動車両等を甲に貸与す

る場合は、甲の指定する場所に運搬し、電動車両等の種類・数量について確認の上、

甲が指定する者に対して引渡しを行うものとする。 

２ 乙又は丙は、前項の規定により、電動車両等の引渡しを行った場合は、速やかに

口頭又は電話等により甲に連絡し、甲に対して災害時における電動車両等の貸与報

告書（様式第２号）を提出するものとする。 

（貸与期間） 

第５条 電動車両等の貸与期間は、電動車両等の引渡日から起算して１週間程度とす

る。ただし、貸与期間を変更する必要がある場合は、甲乙丙協議の上、決定するも

のとする。 

（電動車両等の返却） 

第６条 乙が甲に貸与した電動車両等の返却時期及び返却場所については、甲及び乙

が協議の上、決定するものとする。 

（費用負担） 

第７条 貸与期間中の電動車両等に係る費用(電気代、燃料代その他消耗品等に係る

費用をいう。)については、甲が負担するものとする。 

２ 前項の費用は、発災直前における適正な価格を基礎として、甲、乙及び丙が協議

の上、決定するものとする。 

（補償） 

第８条 貸与期間中に生じた電動車両等による損害の補償については、次に掲げると

おりとする。 

⑴ 甲の責めに帰すべき事故により、第三者に与えた物的もしくは人的損害又は電

動車両等に生じた損害については、甲が補償責任を負うものとする。ただし、当

該帰責事由が不明な場合は、甲、乙及び丙が協議の上、その賠償に当たるものと

する。 

⑵ 自動車保険が適用される場合は、次条の規定により取り扱うものとする。 

（保険について） 

第９条 乙は、電動車両等の貸与に当たり乙又は丙の負担により自賠責保険及び任意

保険に加入するものとし、甲は、貸与期間中に事故が発生した場合は、速やかに乙

へその旨を連絡し、乙又は丙の加入している保険の適用を受けるものとする。 

２ 前項に規定する保険の適用に保険会社免責分（保険加入者負担分）が発生した場

合は、原則甲が負担するものとする。 

（費用の支払） 

第１０条 甲、乙及び丙は、この協定に基づく正当な費用について支払の請求があっ

た場合は、速やかに相手方に対してこれを支払うものとする。 

（使用上の留意事項） 

第１１条 甲は、貸与を受けた電動車両等を次に掲げるとおり使用するものとする。 

⑴ 乙又は丙が指示する使用の条件を遵守し、できるだけ安全な場所で使用する。 

⑵ 原則として、小金井市内で使用する。 
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⑶ 故障又は何らかの原因により電動車両等を使用できなくなったときは、第１４

条第３項の規定により、乙に速やかに連絡する。 

（電動車両等の管理） 

第１２条 甲は、第４条に定める引渡しを行った時から第６条に定める返却時まで、

貸与された電動車両等の使用者、使用場所及び使用状況の把握に努めるものとする。 

（連絡責任者） 

第１３条 甲、乙及び丙は、この協定に関する連絡責任者を事前に定め、連絡担当部

署報告書（様式第３号）により相互に報告するものとする。当該連絡責任者に変更

が生じた場合も同様とする。 

（電動車両等の情報提供） 

第１４条 乙及び丙は、甲から求められた場合は、災害時に電力供給が可能な電動車

両等の情報を甲に提供するものとする。 

２ 甲は、乙及び丙から求められた場合は、貸与された電動車両等の使用状況に関す

る情報を、乙及び丙に提供するものとする。 

３ 甲は貸与期間中、電動車両等に不調が生じた場合等、災害応急対策を進めるに当

たり問題が生じた場合には、速やかに乙に連絡し、甲、乙及び丙で対応を協議する

ものとする。 

（平時の取組） 

第１５条 甲、乙及び丙は、平時においても電動車両の災害時における有用性を広く

市民に知らしめ、理解を醸成していくことに努めるものとする。 

２ 乙及び丙は、この協定に基づく協力体制が円滑に行われるよう、必要に応じて、

甲が行う防災訓練等に協力するものとする。 

３ 前項の防災訓練等の協力に要する費用は、原則として乙の負担とする。 

（不可抗力免責） 

第１６条 激甚な天変地異、戦争・内乱・暴動、法令の改廃・制定、公権力に よる

命令・処分、労働争議、輸送機関・通信回線の事故、交通の途絶、施設・設備の被

災その他当事者の責めに帰すことのできない不可抗力による協定の全部もしくは

一部の履行遅滞、履行不能又は不完全履行については、当該当事者は責任を負わな

いものとする。 

（協議） 

第１７条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた事項は、甲、乙及

び丙が協議の上、定めるものとする。 

（有効期間） 

第１８条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、

この協定の有効期間満了の日の２月前までに、甲、乙又は丙のいずれからも書面に

よる異議の申出がない限り、有効期間満了の日の翌日から起算して更に１年間有効

期間を延長することとし、以後も同様とする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書を３通作成し、甲乙丙それぞれ署名の上、各１

通を保有するものとする。 
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令和３年５月２０日 

 

            甲 東京都小金井市本町六丁目６番３号 

               小金井市長  西岡 真一郎 

 

 

            乙 東京都目黒区鷹番一丁目４番７号 

              東日本三菱自動車販売株式会社 

               取締役社長  長田 昭夫 

 

 

            丙 東京都港区芝浦三丁目 1番２１号 

              三菱自動車工業株式会社 

               取締役 代表執行役社長 兼 

最高経営責任者  加藤 隆雄 
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様式第１号(第３条関係) 

年  月  日 

 

災害時における電動車両等の貸与要請書 

 

 

 

小金井市長 

 

小金井市、東日本三菱自動車販売株式会社及び三菱自動車工業株式会社の災害時にお

ける電動車両等の支援に関する協定書第３条第２項の規定により、次のとおり要請しま

す。 

 

担当者 

部署 

氏名 

電話番号 

ＦＡＸ番号 

メールアドレス 

口頭・電話等による要請日時  年  月  日  時  分 

貸与要請理由 

 

 

 

電動車両等の種類・数量 

種類 

 

数量 

貸与場所 住所 

貸与期間 年  月  日～  年  月  日 

その他必要な事項 

 

 

 

 

会社名 

代表              様 
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様式第２号(第４条関係) 

    年  月  日 

 

災害時における電動車両等の貸与報告書 

 

（宛先）小金井市長 

 

 

 

 

小金井市、東日本三菱自動車販売株式会社及び三菱自動車工業株式会社の災害時にお

ける電動車両等の支援に関する協定書第４条第２項の規定により、次のとおり報告しま

す。 

 

担当者 

部署 

氏名 

電話番号 

ＦＡＸ番号 

メールアドレス 

電動車両等の種類・数量 

種類 

 

数量 

貸与場所 住所 

貸与期間 年  月  日～  年  月  日 

その他必要な事項 

 

 

 

 

 

 

  

会社名 

代表                 
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様式第３号(第１３条関係) 

  年  月  日 

 

連絡担当部署報告書 

 

 

 

 

 

小金井市、東日本三菱自動車販売株式会社及び三菱自動車工業株式会社の災害時に

おける電動車両等の支援に関する協定書第１３条の規定により、次のとおり報告しま

す。 

 

(   年  月  日現在) 

第一順位 部署 

     氏名 

電話番号 

ＦＡＸ番号 

メールアドレス 

 

第二順位 部署 

氏名 

電話番号 

ＦＡＸ番号 

メールアドレス 

 

第三順位 部署 

氏名 

電話番号 

ＦＡＸ番号 

メールアドレス 

 

※電話番号については緊急時にもつながるものが望ましい。 

 

 

団体・会社名 
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協定 その他 ２０ 災害時における停電復旧及び啓開作業の相互協力に関する

覚書（東京電力パワーグリッド株式会社武蔵野支社） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 p176 
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協定 その他 ２１ 多摩地域における下水道管路施設の災害時復旧支援に関す

る協定（東京都下水道局・多摩地域 30 市町村・公益財団法人

東京都都市づくり公社・下水道メンテナンス協同組合） 

文書管理機関名：市環境部 本編該当頁：第 2 部 p175 

 

多摩地域における下水道管路施設の災害時復旧支援に関する協定（東京都下水道局・多

摩地域30市町村・公益財団法人東京都都市づくり公社・下水道メンテナンス協同組合） 

 

東京都下水道局（以下「甲」という。）、八王子市（以下「乙 1」という。）、立川市（以下「乙 2」と

いう。）、武蔵野市（以下「乙 3」という。）、三鷹市（以下「乙 4」という。）、青梅市（以下「乙 5」と

いう。）、昭島市（以下「乙 6」という。）、調布市（以下「乙 7」という。）、町田市（以下「乙 8」とい

う。）、小金井市（以下「乙 9」という。）、小平市（以下「乙 10」という。）、日野市（以下「乙 11」と

いう。）、東村山市（以下「乙 12」という。）、国分寺市（以下「乙 13」という。）、国立市（以下「乙 14」

という。）、福生市（以下「乙 15」という。）、狛江市（以下「乙 16」という。）、東大和市（以下「乙 17」

という。）、清瀬市（以下「乙 18」という。）、東久留米市（以下「乙 19」という。）、武蔵村山市（以下

「乙 20」という。）、多摩市（以下「乙 21」という。）、稲城市（以下「乙 22」という。）、羽村市（以下

「乙 23」という。）、あきる野市（以下「乙 24」という。）、西東京市（以下「乙 25」という。）、瑞穂町

（以下「乙 26」という。）、日の出町（以下「乙 27」という。）、檜原村（以下「乙 28」という。）、奥多

摩町（以下「乙 29」という。）、府中市（以下「乙 30」という。）（以下「乙 1」から「乙 30」までを総

称して「乙」という。）、公益財団法人東京都都市づくり公社（以下「丙」という。）及び下水道メンテ

ナンス協同組合（以下「丁」という。）は、地震等の災害により乙の管理する下水道管路施設が被災し

たときに行う復旧支援に関して、以下のとおり、協定を締結する。 

なお、この協定の締結をもって、平成 29 年 3 月 31 日付けで甲、乙 lから乙 29 まで、丙及び丁で締

結した「多摩地域における下水道管路施設の災害時復旧支援に関する協定」は廃止する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、丙及び丁の乙に対する復旧支援に関して基本的な事項を定め、災害により被災し

た乙の管理する下水道管路施設の機能の早期回復を行うことを目的とする。 

２ この協定は、下水道法（昭和 33 年法律第 79 号）第 15 条の 2 に規定する災害時維持修繕協定であ

るとともに、「多摩地域の下水道事業における災害時支援に関するルール」（以下「多摩ルール」とい

う。）を補完するものである。 

 

（対象） 

第２条 この協定の対象となる下水道管路施設（以下「協定下水道施設」という。）は、乙が管理する公

共下水道管路施設とし、下水道管きょ（圧送管を含む。）、人孔（マンホールポンプを含む。）、公設ま

す及び取付管とする。 

 

（支援要請） 

第３条 乙は、丙及び丁に対し、災害により被災した協定下水道施設の復旧業務（以下「業務」という。）
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に対する支援を要請することができる。 

２ 丙及び丁は、乙の要請があったときは、特別な理由がない限り、乙に協力する。 

 

（業務の内容） 

第４条 乙が丙に支援を要請する業務は、協定下水道施設における乙が行う業務の支援とし、多摩ルー

ルにおける応援自治体の業務と同等とする。 

２ 乙が丁に支援を要請する業務は、協定下水道施設の巡視、点検、調査、清掃及び修繕とする。 

３ その他、甲、乙、丙及び丁間で協議し必要とされる業務 

 

（支援要請の方法） 

第５条 乙は、丙及び丁に対し支援要請を行うに当たり、甲に対し、丙及び丁への支援要請を依頼する。 

２ 甲は、丙及び丁に対し支援活動体制の報告依頼を行い、丙及び丁は支援活動の可否を検討し、支援

活動体制を速やかに甲に報告する。 

３ 甲は、丙及び丁の支援可能な支援人員等及び乙の被災状況等を勘案し、丙及び丁への支援要請に対

する支援活動体制の調整結果を乙、丙及び丁に対して連絡する。 

４ 乙は、前項の規定による甲からの支援活動体制の調整結果の連絡を受け、その範囲内で丙及び丁に

対して支援要請を行う。 

なお、小規模な被害で緊急を要する場合等においては、乙は丁に対し直接支援要請を依頼すること

ができる。この場合、乙は速やかに甲に報告するものとする。 

５ 要請は、原則として書面により行うものとする。ただし、緊急時等で書面により難い場合は、電子

メールの送信、ファクシミリ装置を用いた送信、電話等で行うことができるものとし、この場合は事

後において書面を提出するものとする。 

６ 本条の支援要請に関する窓口は、別に定める連絡窓口表による。 

 

（支援体制） 

第６条 丁は、乙の要請する業務を行うために、必要な人員、資器材等を確保し、可能な支援体制を整

備しなければならない。 

 

（報告） 

第７条 丁は、あらかじめ前条の規定による支援体制の内容（支援協力の組合員名簿、提供可能な車両

等の資器材及び人員）について毎年 4月 1日現在の体制を甲及び乙に報告するものとする。 

２ 丁は、前項の規定による支援体制に著しい変化があった場合又は甲及び乙の要求があった場合は、

出動体制を速やかに甲及び乙に報告するものとする。 

３ 丙及び丁は、乙の要請により業務が終了した場合は、速やかに甲及び乙に対面をもって報告を行う

ものとする。 

 

（業務の指揮） 

第８条 業務の指揮は、協定下水道施設の管理者が別途定める者（以下「指揮者」という。）が行うもの

とし、丙及び丁はその指揮に従うものとする。 
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（丙の業務の実施） 

第９条 丙は、第４条の規定による支援に当たっては、第８条に規定する指揮者の指揮のもと、甲とも

緊密に連絡を取りながら、円滑に、かつ、臨機応変に業務を実施する。 

（丁の業務の実施） 

第 10 条 丁は、第４条の規定による支援に当たっては、甲が調整した支援活動体制に基づき、丁の組

合員を業務の遂行に必要な区域に出動させ、業務を実施させるものとする。ただし、特別な理由によ

り出動できない場合にはこの限りでない。 

２ 丁の組合員は、前項の規定による丁の指示があったときは、業務の遂行に必要な区域へ出動し、第

8条に規定する指揮者の指揮のもと、業務を実施するものとする。 

 

（費用の負担及び支払い） 

第 11 条 この協定に基づき丙及び丁が業務に要した費用は、乙がそれぞれの協定下水道施設の管理区

分における業務に要した費用に応じて負担する。 

２ 前項の規定に基づき、乙が負担する費用は、丙及び丁の請求により、乙 1 から乙 30 までが個別に

支払うものとする。 

３ 乙は、丙及び丁からの請求があったときは、その内容を確認し、速やかに費用を支払うものとする。 

 

（業務に必要な情報の扱い） 

第 12 条 乙は、支援要請を行うに当たり、丙及び丁から要請があった場合は、被災情報及び現地情報

を可能な限り提供するとともに下水道台帳等を提供する。 

なお、乙が被災等の理由により、下水道台帳等を提供できない場合は、乙の要請により甲が提供す

ることができる。 

２ 丙及び丁は、この協定に基づく業務により知り得た個人情報をこの協定に定めた業務の目的以外に

使用又は第三者に提供してはならない。 

 

（損害の処理） 

第 13 条 業務の実施に伴い、甲、乙、丙及び丁の責に帰さない理由により第三者に損害を及ぼしたと

き、又はその使用機材等に損害が生じたときは、丙及び丁は、その事実の発生後遅滞なく、その状況

を書面により甲及び当該乙に報告し、その措置については甲、当該乙、丙及び丁が協議して定めるも

のとする。 

 

（丁の組合員の災害補償） 

第 14 条 丁の組合員が業務において負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡したときの災害補償に

ついては、その都度、甲、当該乙、丙及び丁が協議して定めるものとする。 

 

（有効期間） 

第 15 条 この協定の有効期間は協定の締結の日から平成 31 年 3 月 31 日までとする。ただし、期間満

了の 1 月前までに甲、乙、丙又は丁から申し出のない場合は、更に 1 年間延長するものとし、以降

も同様とする。 
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（協定に違反した場合の措置） 

第 16 条 甲、乙、丙又は丁がこの協定の定めに違反した場合においては、甲、乙 lから乙 30 まで、丙

及び丁は、協議の上、この協定を廃止することができる。 

 

（その他） 

第 17 条 この協定の解釈に疑義が生じたとき、又はこの協定の実施に関して必要な事項は、甲、乙 1か

ら乙 30 まで、丙及び丁が協議して定めるものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書 33 通を作成し、甲、乙、丙及び丁が記名押印の上、各自 1 通

を保有するものとする。 

 

平成 30 年 10 月 29 日 

 

甲   東京都新宿区西新宿二丁目 8番 1号 

東京都公営企業管理者 下水道局長 小山 哲司 

乙１  東京都八王子市元本郷町三丁目 24 番 1 号 

八王子市長 石森 孝志 

乙２  東京都立川市泉町 1156 番地の 9 

立川市長 清水 庄平 

乙３  東京都武蔵野市緑町二丁目 2番 28 号 

武蔵野市長 松下 玲子 

乙４  東京都三鷹市野崎一丁目 1番 1号 

三鷹市長 清原 慶 

乙５  東京都青梅市東青梅一丁目 11 番地の 1 

青梅市長 浜中 啓一 

乙６  東京都昭島市田中町一丁目 17番 1 号 

昭島市長 臼井 伸介 

乙７  東京都調布市小島町二丁目 35 番地 1 

調布市長 長友 貴樹 

乙８  東京都町田市森野二丁目 2番 22 号 

町田市長 石阪 丈一 

乙９  東京都小金井市本町六丁目 6番 3号 

小金井市長 西岡 真一郎 

乙 10 東京都小平市小川町二丁目 1333 番地 

小平市長 小林 正則 

乙 11 東京都日野市神明一丁目 12 番地の 1 

日野市長 大坪 冬彦 

乙 12 東京都東村山市本町一丁目 2番地 3 

東村山市長 渡部 尚 
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乙 13 東京都国分寺市戸倉一丁目 6番地 1 

国分寺市長 井澤 邦夫 

乙 14 東京都国立市富士見台二丁目 47 番地の 1 

国立市長 永見 理夫 

乙 15 東京都福生市本町 5番地 

福生市長 加藤 育男 

乙 16 東京都狛江市和泉本町一丁目 1番 5号 

狛江市長 松原 俊 

乙 17 東京都東大和市中央三丁目 930 番地 

東大和市長 尾崎 保夫 

乙 18 東京都清瀬市中里五丁目 842 番地 

清瀬市長 渋谷 金太郎 

乙 19 東京都東久留米市本町三丁目 3番 1号 

東久留米市長 並木 克巳 

乙 20 東京都武蔵村山市本町一丁目 1番地の 1 

武蔵村山市長 藤野 勝 

乙 21 東京都多摩市関戸六丁目 12 番地 1 

多摩市下水道事業管理者 中村 元幸 

乙 22 東京都稲城市東長沼 2111 番地 

稲城市長 高橋 勝浩 

乙 23 東京都羽村市緑ヶ丘五丁目 2番地 1 

羽村市長 並木 心 

乙 24 東京都あきる野市二宮 350 番地 

あきる野市長 澤井 敏和 

乙 25 東京都西東京市南町五丁目 6番 13 号 

西東京市長 丸山 浩一 

乙 26 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎 2335 番地 

瑞穂町長 杉浦 裕之 

乙 27 東京都西多摩郡日の出町大字平井 2780 番地 

日の出町長 橋本 聖二 

乙 28 東京都西多摩郡檜原村 467 番地 1号 

檜原村長 坂本 義次 

乙 29 東京都西多摩郡奥多摩町氷川 215 番地 6 

奥多摩町長 河村 文 

乙 30 東京都府中市宮西町二丁目 24 番地 

府中市長 高野 律雄 

丙    東京都八王子市子安町四丁目 7番 1号 

公益財団法人東京都都市づくり公社 理事長 大原 正行 

丁    東京都千代田区大手町二丁目 6番 2号 

下水道メンテナンス協同組合 理事長 小川 健 
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多摩地域における災害時の下水道施設に係る技術支援協力に関する協定（東京都下

水道局・多摩地域30市町村・公益財団法人 東京都都市づくり公社・公益社団法人全

国上下水道コンサルタント協会関東支部） 

 

東京都下水道局（以下「甲」という。）及び多摩地域市町村（乙１から乙 30 まで。以下「乙」とい

う。）と公益財団法人東京都都市づくり公社（以下「丙」という。）、公益社団法人全国上下水道コンサ

ルタント協会関東支部（以下「丁」という。）は、乙が管理する下水道施設（以下「下水道施設」とい

う。）が災害により被災した場合（以下単に「災害時」という。）における丙及び丁の技術支援協力に関

して、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、多摩地域における災害時の下水道施設の被害拡大防止と被災した下水道施設の早

期復旧を図るため、乙に対する丙及び丁の技術支援協力に関する基本的事項を定めることを目的と

する。 

 

（定義） 

第２条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

一 災害 災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）第２条第１号に規定するものであり、地

震、豪雨、洪水その他の異常な自然現象等により生ずる被害をいう。 

二 災害査定 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（昭和二十六年法律第九十七号）第２条第２項

に規定する災害復旧事業の実施にあたり、国庫負担の決定に係る国の査定をいう。 

 

（対象） 

第３条 この協定の対象となる下水道施設は、乙が管理する公共下水道施設であり、管路施設（マンホ

ールポンプを含む）、ポンプ場及び処理場とする。 

 

（技術支援協力の範囲） 

第４条 丙の技術支援協力として実施する業務は、乙が行う災害査定に係る業務の支援とし、関係機関

協議及び甲、丁との調整など乙が要請するもののうち、丙が対応可能な範囲とする。 

２ 丁の技術支援協力として実施する業務は、乙が行う災害査定に係る業務の支援とし、資料の作成な

ど乙が要請するもののうち、丁を構成する会員が対応可能な範囲とする。 
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（支援要請） 

第５条 乙が丙及び丁に対して支援要請をしようとするときは、甲が、乙の支援要請をとりまとめた上

で、支援内容を明らかにした書面により行うものとする。 

２ 丙は、前項の要請があった場合には、支援活動の可否を検討し、速やかに支援活動体制を書面によ

り甲を通じて乙宛に通知する。 

３ 丁は、第１項の要請があった場合には、速やかに丁を構成する会員の中から、支援可能な会員（以

下「支援協力者」という。）を書面により甲を通じて乙宛に通知する。 

４ 乙は、丁から前項の通知を受けた後、支援協力者の中から業務を実施する会員（以下「業務実施者」

という。）を状況に応じ甲と連携して選定し、その結果を甲に書面により通知する。 

５ 乙は、第２項の規定による甲からの支援活動体制の調整結果の連絡及び前項の選定結果に基づき、

丙及び業務実施者に対して書面により支援要請を行う。 

６ 乙は、前項の業務実施者に対する要請を行った場合には、甲に書面により通知する。甲は、これを

丙及び丁に連絡する。 

 

（委託契約の締結） 

第６条 乙は個別に、丙及び業務実施者と業務内容を協議し、速やかに業務委託契約を締結する。 

２ 前項の業務委託契約締結後に、契約変更が必要な事項が生じた場合には、乙と丙及び業務実施者は

協議して業務委託契約を変更することができる。 

 

（業務の実施） 

第７条 丙及び業務実施者は、委託契約を締結した業務を速やかに遂行しなければならない。 

 

（報告） 

第８条 丙及び業務実施者は、支援業務が終了したときは、速やかに乙へ書面により報告する。 

２ 乙は、前項の報告があったときは、速やかに甲へ書面により報告する。 

 

（費用負担） 

第９条 支援業務に係る費用は、支援を受ける乙の各々の負担とし、業務委託契約書の定めによるもの

とする。 

２ 丙及び業務実施者は、支援業務終了後、業務委託契約書に基づく費用を乙に請求するものとする。

乙は、丙及び業務実施者の請求に応じて、費用を支払う。 

 

（労災及び損害補償など） 

第 10 条 支援業務実施中に労務災害が発生した場合の対応は、業務委託契約書の定めによるものとす

る。 

２ 支援業務実施中に、乙、丙及び業務実施者の責に帰さない理由により、第三者に損害を及ぼした場

合、又は丙及び業務実施者に損害が生じた場合の対応は、業務委託契約書の定めによるものとする。

この場合において、乙はその状況を甲に報告するものとする。 

３ 業務実施者が行った支援業務において、委託契約の内容に適合しない箇所がある場合、業務委託契

約書の定めによるものとする。 
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（連絡体制） 

第 11 条 甲、乙、丙及び丁の連絡窓口は、次のとおりとする。 

（１）甲 東京都下水道局流域下水道本部技術部計画課 

（２）乙 多摩地域 30 市町村の下水道事業担当部署 

（３）丙 公益財団法人東京都都市づくり公社下水道部 

（４）丁 公益社団法人全国上下水道コンサルタント協会関東支部 

２ 連絡先に変更があった場合は、速やかに甲に連絡する。甲は変更後の連絡先を、乙、丙及び丁に伝

えることとする。 

 

（情報の保護） 

第 12 条 この協定による活動を行うため、個人情報及び行政情報を取り扱う場合は、業務委託契約書

の定めによるものとする。 

 

（合同訓練） 

第 13 条 甲、乙、丙及び丁は、必要に応じ、情報伝達訓練等の合同訓練を行うものとする。 

２ 前項の合同訓練の時期及び内容は、甲、乙、丙及び丁の協議により定める。 

 

（協定の有効期間） 

第 14 条 この協定は、協定の締結の日からその効力を有するものとし、有効期間は令和３年３月 31 日

までとする。 

２ 甲、乙、丙及び丁から書面による協定終了の意思表示がない限り、さらに１年間その効力を継続す

るものとし、その後においても同様とする。 

３ 前２項にかかわらず、甲、乙、丙及び丁は、締結相手方それぞれとの事前協議を経て、協定を破棄

することができるものとする。 

 

（補則） 

第 15 条 この協定の実施に関し必要な事項は、甲、乙、丙及び丁が協議して別途定める。 

２ この協定に定めのない事項や各条項に疑義が生じたときは、甲、乙、丙及び丁による協議の上定め

る。 

 

本協定の締結を証するため、本書 33 通を作成し、甲、乙、丙及び丁がそれぞれ記名押印の上、各自

１通を保有するものとする。 

 

令和３年３月 19 日 

 

甲 東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 

  東京都公営企業管理者 下水道局長 和賀井 克夫 

乙１ 東京都八王子市元本郷町三丁目 24 番１号 八王子市長 石森 孝志 

乙２ 東京都立川市泉町 1156 番地の９ 立川市長 清水 庄平 
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資料 518 

乙３ 東京都武蔵野市緑町二丁目２番 28 号 武蔵野市長 松下 玲子 

乙４ 東京都三鷹市野崎一丁目１番１号 三鷹市長 河村 孝 

乙５ 東京都青梅市東青梅一丁目 11 番地の１ 青梅市長 浜中 啓一 

乙６ 東京都府中市宮西町二丁目 24 番地 府中市長 高野 律雄 

乙７ 東京都昭島市田中町一丁目 17 番１号 昭島市長 臼井 伸介  

乙８ 東京都調布市小島町二丁目 35 番地１ 調布市長 長友 貴樹 

乙９ 東京都町田市森野二丁目２番 22 号 町田市長 石阪 丈一 

乙 10 東京都小金井市本町六丁目６番３号 小金井市長 西岡 真一郎 

乙 11 東京都小平市小川町二丁目 1333 番地 小平市長 小林 正則 

乙 12 東京都日野市神明一丁目 12 番地の１ 日野市長 大坪 冬 

乙 13 東京都東村山市本町一丁目２番地３ 東村山市長 渡部 尚 

乙 14 東京都国分寺市戸倉一丁目６番地１ 国分寺市長 井澤 邦夫 

乙 15 東京都国立市富士見台二丁目 47 番地の１ 国立市長 永見 理夫 

乙 16 東京都福生市本町５番地 福生市長 加藤 育男 

乙 17 東京都狛江市和泉本町一丁目１番５号 狛江市長 松原 俊雄 

乙 18 東京都東大和市中央三丁目 930 番地 東大和市長 尾崎 保夫 

乙 19 東京都清瀬市中里五丁目 842 番地 清瀬市長 渋谷 金太郎 

乙 20 東京都東久留米市本町三丁目３番１号 東久留米市長 並木 克巳 

乙 21 東京都武蔵村山市本町一丁目１番地の１ 武蔵村山市長職務代理者 

武蔵村山市総務部長 石川 浩喜 

乙 22 東京都多摩市関戸六丁目 12 番地１ 多摩市下水道事業管理者 森田 佳宏 

乙 23 東京都稲城市東長沼 2111 番地 稲城市長 髙橋 勝浩 

乙 24 東京都羽村市緑ヶ丘五丁目２番地１ 羽村市長 並木 心 

乙 25 東京都あきる野市二宮 350 番地 あきる野市長 村木 英幸 

乙 26 東京都西東京市南町五丁目６番 13 号 西東京市長 池澤 隆史 

乙 27 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎 2335 番地 瑞穂町長 杉浦 裕之 

乙 28 東京都西多摩郡日の出町大字平井 2780 番地 日の出町長職務代理者 

日の出町副町長 木﨑 孝二 

乙 29 東京都西多摩郡檜原村 467 番地１号 檜原村長 坂本 義次 

乙 30 東京都西多摩郡奥多摩町氷川 215 番地６ 奥多摩町長 師岡 伸公 

丙 東京都八王子市子安町四丁目７番１号 公益財団法人 東京都都市づくり公社 

理事長 長谷川 明 

丁 東京都荒川区西日暮里５丁目 26 番８号 

公益社団法人全国上下水道コンサルタント協会 関東支部長 間山 一 

 






